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1  委員会活動状況 

 委員会活動状況   
 

時 期 活 動 議題・テーマ 

５  月 

H 2 9 .  5 . 1 9 委 員 会 

■委員長の選任 

■副委員長の選任 

■副委員長の順位 

H 2 9 .  5 . 2 6 管 内 調 査 
○「きょうと農福連携センター」設立記念式典 

（行催事等委員会調査） 

６  月 

H 2 9 .  6 .  2 正副委員長会 

■出席要求理事者 

■確認事項 

■本日の委員会運営 

H 2 9 .  6 .  2 
委 員 会 

( 初 回 ) 

■出席要求理事者 

■確認事項 

■所管部局の事務事業概要等の聴取 

■今後の委員会運営 

H 2 9 .  6 .  3 管 内 調 査 ○TANTAN ロングライド開会式（行催事等委員会調査） 

H 2 9 .  6 . 2 6 正副委員長会 
■定例会中の委員会及び分科会運営 

■今後の委員会運営 

H 2 9 .  6 . 2 8 

委員会及び 

予算特別委員会 

分 科 会 

( ６定 １日目 ) 

■報告事項の聴取 

 （商工労働観光部） 

・平成29年度アクションプランについて 

・包括外部監査結果に基づく措置状況について 

 （農林水産部） 

・平成29年度アクションプランについて 

・試験研究で開発された主な成果について 

・包括外部監査結果に基づく措置状況について 

・過疎地域自立促進方針の変更（地域の追加）について 

・STIHLの森京都（府民の森ひよし）のリニューアルについて 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 

H 2 9 .  6 . 2 9 

委員会及び 

予算特別委員会

分 科 会 

( ６定 ２日目 ) 

■付託議案（討論・採決） 

■審査依頼議案（適否確認） 

■所管事項の質問 

■閉会中の継続審査及び調査 

■今後の委員会運営 
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1  委員会活動状況 

７  月 

H 2 9 .  7 . 1 １ 

～ 

H 2 9 .  7 . 1 2 

管 外 調 査 

■所管事項の調査 

○岐阜県議会 

・ＥＣ企業支援の取組について 

○東白川村議会 

・「フォレスタイル」プロジェクトについて 

・現地視察 

○飛騨市議会 

・アニメを活用したインバウンド事業について 

・現地視察 

○一般社団法人ふるさとけものネットワーク 

・ふるさとけものネットワークの取組について 

８  月 

H 2 9 .  8 .  5 管 内 調 査 

○鴨川納涼2017オープニングイベント 

○京の七夕オープニングイベント 

 （行催事等委員会調査） 

H 2 9 .  8 . 2 4 

～ 

H 2 9 .  8 . 2 5 

管 内 調 査 

■所管事項の調査 

○京都府立京都高等技術専門校 

・京都府立京都高等技術専門校における訓練科目の再編

について 

・施設視察 

○京都府農林水産技術センター 

・試験研究開発を通じた農林水産業の振興について 

・施設視察 

○京丹波町 

・京丹波町におけるロケ誘致と「ロケ弁」作りを通した地域づ

くりの取組について 

・現地視察（キッチンほたる） 

○商工労働観光部・建設交通部港湾局[於：第２ふ頭旅客タ

ーミナル] 

・京都舞鶴港におけるクルーズ客船誘致の取組について 

・船上視察 

○海の民学舎［於：京都府水産事務所］ 

・海の民学舎における人材育成の取組について 

・施設視察 

９  月 

H 2 9 .  9 .  5 管 内 調 査 
○平成29年度京都障害者ワークフェア 

（行催事等委員会調査） 

H 2 9 .  9 . 1 0       管 内 調 査 ○平成29年度ふるさと海づくり大会（行催事等委員会調査） 

H 2 9 .  9 . 1 5       管 内 調 査 
○KYOTO ＣＭＥＸ 2017 レセプション 

（行催事等委員会調査） 
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1  委員会活動状況 

H 2 9 .  9 . 2 1 正副委員長会 
■定例会中の委員会及び分科会運営 

■今後の委員会運営 

H 2 9 .  9 . 2 5 

委員会及び 

予算特別委員会

分 科 会 

( ９定 １日目 ) 

■報告事項の聴取 

 （商工労働観光部） 

・台風第18号による被害の概要について 

・住宅宿泊事業法施行条例（仮称）の制定について 

・平成29年度アクションプランの検討状況について 

・府民利用施設のあり方検証結果報告について 

・商工労働観光部所管施設における指定管理者等の選定

について 

 （農林水産部） 

・台風第18号による被害の概要について 

・平成29年度アクションプランの検討状況について 

・水源地域等の保全のあり方について 

・京都府豊かな森を育てる府民税条例に基づく活用事業の

実施状況の公表について 

・STIHLの森京都（府民の森ひよし）ネーミングライツ契約の

更新について 

・「お茶の京都博」宇治茶博＠産業・国際交流の開催等に

ついて 

・農林水産部の秋の主要な行催事について 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 

H 2 9 .  9 . 2 6 

委員会及び 

予算特別委員会

分 科 会 

 (９定２日目 ) 

■付託議案（討論・採決） 

■審査依頼議案（適否確認） 

■所管事項の質問 

■閉会中の継続審査及び調査 

■今後の委員会運営 

H 2 9 .  9 . 2 9 正副委員長会 ■分科会運営 

H 2 9 .  9 . 2 9 予算特別委員会 

分 科 会 

（９定追加補正①) 

■審査依頼議案（説明聴取・質疑・適否確認） 

10  月 

H 2 9 . 1 0 .  1       管 内 調 査 ○森林の恵み感謝祭（行催事等委員会調査） 

H 2 9 . 1 0 . 3 0 正副委員長会 ■分科会運営 

H 2 9 . 1 0 . 3 0 

予算特別委員会 

分 科 会 
（９定追加補正②) 

■審査依頼議案（説明聴取・質疑・適否確認） 
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11  月 

H 2 9 . 1 1 .  6 

～ 

H 2 9 . 1 1 .  8 

管 外 調 査 

■所管事項の調査 

○「能登の里山里海」世界農業遺産活用実行委員会［於：石

川県奥能登総合事務所］ 

・世界農業遺産認定を契機とした地域活性化の取組につい

て 

・現地視察（千枚田ポケットパーク） 

○石川県議会 

・石川県における中小企業の海外展開支援について 

○群馬県鳥獣被害対策支援センター 

・鳥獣被害対策に携わる人材育成の取組について 

○一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社［於：秩父市議

会］ 

・地域連携ＤＭＯとしての観光地経営の取組について 

・現地視察（「LOVE CHICHIBU」ショップ 他） 

H 2 9 . 1 1 . 1 1       管 内 調 査 
○京都ものづくりフェア2017表彰式典 

（行催事等委員会調査） 

H 2 9 . 1 1 . 1 2       管 内 調 査 
○宇治茶世界文化遺産シンポジウム 

（行催事等委員会調査） 

H 2 9 . 1 1 . 1 8       管 内 調 査 ○京野菜フェスティバル2017 （行催事等委員会調査） 

H 2 9 . 1 1 . 2 4 正副委員長会 ■本日の委員会運営 

H 2 9 . 1 1 . 2 4 
委 員 会 

（ 閉 会 中 ） 

■所管事項の調査 

・「障害者雇用の促進に向けた取組について」 

参考人：京都奉製株式会社  

常務取締役  疋田   愛 氏 

H 2 9 . 1 1 . 2 5       管 内 調 査 
○京都府農林水産フェスティバル表彰式典 

（行催事等委員会調査） 

12  月 

H 2 9 . 1 2 .  8       管 内 調 査 
○「京都・嵐山花灯路－2017」オープニングイベント 

（行催事等委員会調査） 

H 2 9 . 1 2 . 1 2 正副委員長会 
■定例会中の委員会及び分科会運営 

■今後の委員会運営 

H 2 9 . 1 2 . 1 3 

委員会及び 

予算特別委員会

分 科 会 

(１２定１日目 ) 

■報告事項の聴取 

（商工労働観光部） 

・京都府住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例（仮称）

案の骨子について 

・平成29年度アクションプランについて 

・関西観光・文化振興計画の改定について 

・商工労働観光部所管施設における指定管理者等候補団

体について 
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 （農林水産部）  

・「京都府森林水源地域の保全等に関する条例（仮称）」の

制定の骨子（案）について 

・平成29年度アクションプランについて 

・京都府バイオマス活用推進計画の目標値の再設定につい

て 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 

H 2 9 . 1 2 . 1 4 

委員会及び 

予算特別委員会 

分 科 会 

(１２定２日目 ) 

■付託議案（討論・採決） 

■審査依頼議案（適否確認） 

■所管事項の質問 

■閉会中の継続審査及び調査 

■今後の委員会運営 

H 2 9 . 1 2 . 1 7 管 内 調 査 
○京都市中央卸売市場第一市場開設90周年記念事業記念

式典・祝賀会（行催事等委員会調査） 

H 2 9 . 1 2 . 2 1 管 内 調 査 
○語り合い仲間をつくる京都若手農業者大交流会2017 

（行催事等委員会調査） 

１  月 

H 3 0 .  1 . 2 2 出 前 議 会 
○京都府南部総合地方卸売市場 

・地方卸売市場を活用した農産物の販路拡大について 

２  月 

H 3 0 .  2 .  3 管 内 調 査 
○第15回障害者技能競技大会（アビリンピック）京都大会 

（行催事等委員会調査） 

H 3 0 .  2 .  5 正副委員長会 ■分科会運営 

H 3 0 .  2 .  5 

予算特別委員会 

分 科 会 
（２定先行審議①） 

■審査依頼議案（質疑終結まで） 

H 3 0 .  2 . 1 3 

予算特別委員会 

分 科 会 
（２定先行審議②） 

■審査依頼議案（適否確認） 

H 3 0 .  2 . 1 5 管 内 調 査 
○京都ビジネス交流フェア2018オープニングセレモニー 

（行催事等委員会調査） 

H 3 0 .  2 . 2 8 正副委員長会 
■委員会及び分科会運営 

■今後の委員会運営 

３  月 

H 3 0 .  3 .  6 

委員会及び 

予算特別委員会

分 科 会 

( ２定 １日目 ) 

■報告事項の聴取 

（商工労働観光部） 

・関西観光・文化振興計画の改定について 

（農林水産部） 

・丹後沿岸海岸保全基本計画の変更（原案）について 
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・くろまぐろ資源管理の強化について 

■付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 

H 3 0 .  3 .  7 

委員会及び 

予算特別委員会

分 科 会 

 (２定２日目 ) 

■付託議案（討論・採決） 

■審査依頼議案（適否確認） 

■付託請願の審査 

■所管事項の質問 

■閉会中の継続審査及び調査 

■今後の委員会運営 

H 3 0 .  3 .  8 管 内 調 査 
○平成29年度京都府立林業大学校卒業証書授与式 

 (行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  3 .  9 管 内 調 査 
○「京都・東山花灯路－2018」オープニングイベント 

 (行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  3 . 1 1 管 内 調 査 ○カンキレきものコンテスト (行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  3 . 1 3 管 内 調 査 
○平成29年度京都府立農業大学校卒業式 

(行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  3 . 1 5 管 内 調 査 

○海の民学舎第２期生修了式  

○丹後農業実践型学舎第４期生修了式 

(行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  3 . 1 6 管 内 調 査 

○平成29年度京都府立京都高等技術専門校修了式 

○平成29年度京都府立福知山高等技術専門校修了式 

 (行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  3 . 1 7 管 内 調 査 
○STIHLの森（府民の森ひよし）リニューアル式 

(行催事等委員会調査) 

４  月 

H 3 0 .  4 .  5 管 内 調 査 
○平成30年度京都府立陶工高等技術専門校入校式 

 (行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  4 .  9 管 内 調 査 

○理化学研究所けいはんな地区ｉＰＳ細胞創薬基盤開発連

携拠点開所式典 

○平成30年度京都府立林業大学校入学式 

(行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  4 . 1 0 管 内 調 査 

○平成30年度京都府立福知山高等技術専門校入校式 

○平成30年度京都府立農業大学校入学式 

(行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  4 . 1 1 管 内 調 査 
○平成30年度京都府立京都障害者高等技術専門校入校式 

(行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  4 . 1 3 管 内 調 査 
○平成30年度京都府立京都高等技術専門校入校式 

(行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  4 . 1 5 管 内 調 査 
○平成30年度丹後農業実践型学舎・海の民学舎合同入舎式 

(行催事等委員会調査) 

H 3 0 .  4 . 1 7 正副委員長会 ■本日の委員会運営 
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H 3 0 .  4 . 1 7 
委 員 会 

( 閉 会 中 ) 

■所管事項の調査 

・「『つくり育てる漁業』の現状と課題について」 

参考人：公益財団法人京都府水産振興事業団   

理事長  葭矢    護  氏 

舞鶴とり貝組合 

代表    川﨑  芳彦  氏 

５  月 

H 3 0 .  ５ . 1 2 管 内 調 査 
○京都舞鶴港 舞鶴国際ふ頭機能強化事業完成記念式典 

（行催事等委員会調査） 

H 3 0 .  5 . 1 4 正副委員長会 ■臨時会中の委員会運営 

H 3 0 .  5 . 1 5 
委 員 会 

( ５ 臨 ) 
■委員会活動のまとめ 
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

２  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

(1) 概  要  

 

本委員会は、商工労働観光部及び農林水産部の所管並びにそれに関連する事項を所

管している。各部局の主な所管事項は（別表）のとおりである。 

 

（別表） 

部局名 主な所管事項 

商工労働観光部 中小企業振興等産業、労働、雇用、観光、計量 

農林水産部 
農業、林業、水産業、農山漁村地域振興、農林水産物流通、

森林保全・共生 

  参照：京都府「平成 29 年度運営目標」 http://www.pref.kyoto.jp/unei/index.html 

  

 

京都府議会の各常任委員会では、年４回の定例会において、条例案などの審査を行

うほか、議会の閉会中に委員会を毎月開催して、府政の重要課題について、テーマを

設けて集中的に審議したり、京都府内や他府県に赴いて調査を行ったりしている。 

今期の農商工労働常任委員会の閉会中の調査活動では、さまざまなテーマを選定し、

参考人制度を積極的に活用して、専門的知見を有する方の意見を聴取し、テーマに関

する議論を掘り下げた。 

また、出前議会を開催し、府民の皆様の様々な意見や思いを的確に把握し府政の推

進に活かすために、地域の各分野で活躍されている皆様と意見交換を行った。 

さらに管内調査では、京都府の施策が実施されている現場を訪問し、府の事業担当

者や府の支援を受ける団体の方の説明を聴取するとともに、現地視察を行った。 

管外調査では、京都府とは、地理的・社会的条件が異なる地域を訪問し、府と共通

する課題に対して他の自治体がどのように対応しているのか、もしくは対応しようと

しているのかを調査した。 

http://www.pref.kyoto.jp/unei/index.html
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

 (2) 重要課題調査のための委員会 
 

①  障害者雇用の促進に向けた取組について 

                                         (平成 29年 11月 24日(金)開催) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催概要 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正により、平成30年４月から法定

雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障害者が追加され、これに伴い、民間企業

の障害者雇用率は現在の2.0％から引き上げられ2.2％になる。（平成30年４月か

ら３年を経過するより前に更に0.1％引き上げ、2.3％となる。） 

こうした中、京都府では共生社会の実現に向け、障害のある方がいきいきと働

く環境づくりを促進するため「京都府障害者雇用促進計画～はあとふるプラン～

（仮称）」の検討を進めている。 

こうしたことを踏まえ、農商工労働常任委員会に参考人を招致し、企業におけ

る障害者雇用の促進に向けた取組等について説明を聴取するとともに、京都府に

おける課題や今後の対策について議論を行った。 

 

■日 時 

     平成２９年１１月２４日（金）午後１時３０分～ 

 

■進 行   

     １ 理事者から概要説明 

２ 「障害者雇用の促進に向けた取組について」 

参考人：京都奉製株式会社 

常務取締役 疋田 愛 氏 

  ３ 上記を踏まえて、意見交換・質疑応答 

 

■出席理事者 商工労働観光部雇用政策監、総合就業支援室長、 

産業労働総務課長、労働・雇用政策課長、 

人づくり推進課長、 

総合就業支援室京都ジョブパーク総括担当課長、 

総合就業支援室障害者雇用推進担当課長、 

人づくり推進課総合訓練担当課長 
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名 称  京都奉製株式会社 

所在地  京都市左京区静市市原町 1291番地 25 

代表者  疋田 聡 

設 立  昭和 49年 1月 15日 

資本金  5,000万円 

社員数  298名（正社員 80名 パートタイム 218名） 

14名/298名 

（平成 29年 11月現在） 

 障がいの種類 

 知的    7名 

 身体（聴覚）1名 

 精神    6名 

 

 

「障害者雇用の促進に向けた取組について」 

○会社概要 

ことしで創業 45年の会社で、事業内容は、全国の神社やお

寺の授与品の受託製造を行っている。本社のほかに、製造拠

点として与謝郡与謝野町、京都市伏見区醍醐、下京区丹波口

に事業所がある。営業拠点は、東京、福岡、仙台、東海の４

カ所にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○社員の中の障害者数 

障害者雇用率はハローワークに提出している６月１

日現在の状況では 10.55％。精神障害の方は、メンタル

の障害の方以外に、発達障害、交通事故の後遺症などで

起こる高次脳機能障害の方もおりそれぞれ得意なこと

を生かして業務に当たってもらっている。 

 

○障害者雇用のきっかけ 

昭和 53年ごろ、先代社長が７、８名の障害者を雇用。当時は、定時制の高校生も雇

用していたとのことで、いわゆる就職困難者に対して理解があり、どんな人にもやさ

しい会社でありたいというポリシーを持っていたと聞いている。今でも、その中の１

名は在職中で、勤続 39年となる。この方が頑張って働き続けてくれたおかげで、職場

に障害のある人が普通にいる、職場に障害のある人がいるのが当たり前という状況が

つくれたと思っている。 

現社長も、働きたいと思っているのに、そして能力があるのに、さまざまな理由で

就労に至っていない人が数多くいるということは、とても残念に思っており、戦力と

して役に立ってもらえる方が、例えば障害があっても構わないのではないかという視

点から、障害者雇用に対してはとてもポジティブな考えを持っている。 

その後、平成 23年ごろ、ハローワークを通じて障害者求人を行うこととし、障害者

雇用に積極的に取り組まれている会社や特例子会社への訪問を重ね、障害者雇用につ

疋田参考人 発言概要 
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平成 24年 3月入社  短期大学卒（新卒） 

障がいの種類  場面緘黙（ばめんかんもく）  知的障がい 

業務内容    専用の機械を使って布製品の良品の確認 

平成 25年 3月入社  特別支援学校卒（新卒） 

障がいの種類  自閉症 

業務内容    内容物封入などの手作業 

いて考えを深めていった。これが、障害者雇用を再開させる原動力となった。 

そのような中で、ハローワークを通して、短期大学２年生の女性を、雇用の可能性

を含めて実習させてもらえないかという問い合わせがあった。この実習がうまくいっ

たことで、その後、支援学校や支援機関からの実習の受け入れを積極的に行うように

なり、新卒・中途を問わず適性のある方の雇用にもつながるようになった。 

こちらの期待する作業がしっかりできるかということに着眼して雇用を決めるよう

にしている。 

 

○実習のプロセス 

①Ｙさん（女性） 

 

 

 

 

ハローワークからの電話連絡の後、保護者（母親）とハローワーク職員、支援機関

の職員と来社。言葉はほとんど出ない。 

まずは短期大学の夏季休暇中に１か月の実習を行った。作業量が健常者と遜色な

かったため、雇用を見据えた実習を夏季休暇終了後も週２回のペースで行う。 

入社後に作業量が落ちたり、生活管理が自分でうまくできていなかったため、家庭

での支援を依頼。家庭でのサポートは本当に重要だと感じている。 

障害者雇用を進めていく上で、支援機関は家族の方に、「御家庭ではこういうサポー

トがあったらいいですよ」というようなことをぜひアドバイスしていただけたらいい

なと思っている。 

また、初めは作業性が低かったとしても、続けてずっと寄り添って支援をしていく

ことで、十分な力を得ていかれることがわかった。 

 

②Ｈさん（男性） 

 

 

 

 

高校２年生の夏休みに、２週間の体験実習を行う。手先が器用で、お手本を見せた

作業の再現性が高かったので、雇用を検討。 

３年生になってから、２回の実習を経て採用となる。進級後の実習は初回の作業を

忘れないためという側面と、実習を繰り返すことで初回はわからなかったことが見え

てくることもあるためである。Ｈさん向けに、手順を細かく細分化した写真入りマニ

ュアルを作成。健常者向けにも応用し、会社にとってよいものとなった。 

作業の種類の都合で、障害者を雇い入れるのが初めての職場で勤務することになっ

た。周囲の従業員の理解を得るために、支援学校の先生に依頼し、「自閉症というのは

こういう障害ですよ」ということをわかってもらうためのミニセミナーを行った。こ
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平成 26年 3月入社  特別支援学校卒（新卒） 

障がいの種類  知的障がい 

業務内容    受注品のピッキング 

のセミナーの実施により、受け入れ側の不安がかなり軽減された。 

 

③Ｔさん（女性） 

 

 

 

 

１度目の実習はつつがなく終え、雇用を見据えて２度目の実習を実施。この時、疲

れからか帰りのバスを乗り越してしまい、そのことにより自信喪失。この先どうする

のか、本人も保護者も先生も悩んだ経緯がある。 

複数回実習を行うことで、作業を忘れないというためではなく、慣れてきたころの

気の緩みやミスの傾向であるとか、そういったこともわかるようになった。また、通

勤に関しても、時期によって通勤環境も変わるため、現在では必ず複数回の実習を経

てから雇用を決めるようにしている。 

 

○採用の基準 

私どもは一般企業であり、福祉の作業所ではないため、身の回りのことが自分でで

きるということがまず大前提である。通勤や食事、着がえ、お手洗い、持ち物の管理、

そういったことが完全に１人でできる方に実習や雇用に来ていただいている。そして、

作業面では、流れを覚えて１人でできることがポイントである。誰かが常に見ていな

いといけない、でき上がりを誰かが絶対チェックしないといけないということでは、

シビアな言い方であるがコストが合わない。もちろんわからないことは質問を受ける

し、答えるが、必ずメモしてもらうようにしている。そして、同じことを２回聞かな

くていいように指導している。こうしたことがきちっとできればよい。 

そして、熱意がある、やる気があるというのがとても大事である。親に言われたか

らとか、先生に言われたからとかではなく、仕事を実習でやって、できた達成感を味

わい、自発的にさらにできるようになろう、そういった気持ちを持っていただきたい。

そうなると、周囲からも自然と誉められるし、「いっぱいやってくれてありがとう」と

いうふうに感謝もされて、自己肯定感、充実感、そういったものにつながり、よい循

環になっていくと思う。 

誰でも初めからうまく仕事ができるわけではないし、それでも素直に作業手順を教

わって、教わったとおりに一生懸命にやる、わからなかったら聞く、間違ったら直す。

そんな姿を見ていたら、周りの人も応援したくなると思う。 

障害のある方の採用は、私どもの会社では現場の意見を無視して無理に採用するよ

うなことはしたことがない。そのことを現場でもわかってもらっているので、実習で

の指導や見極めということもすごく慎重に丁寧にやってもらっている。 

まず、人柄の点で、現場の方がこの人に来てほしい、一緒に働きたいと思ってもら

わなければ、指導も支援もうまくいかない。だからといって、やる気があるから、か

わいいから採用したいというふうに現場が思ったとしても、作業性がよくなかったら、

本人が入社後に苦労することになってしまう。そのため、責任を持って実習の受け入
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れと実習中の評価をしてもらっている。 

 

○今後の展開 

昨年、与謝郡与謝野町の工場内に設立したグループ会社、株式会社スミレが就労継

続支援Ａ型事業所の運営をしている。このスミレと連携して、京都奉製株式会社での

障害者の一般就労につなげていきたいと思っている。 

就労継続支援Ａ型事業所は、企業での一般就労はいきなりは難しいけれども、もう

少し頑張ったら一般就労できるのではないかというレベルの障害者を雇い入れ、そし

て訓練を積んでもらって企業就職を目指すというような事業所である。 

スミレでも、健常者並みの作業量をこなせるようになれば、卒業して京都奉製株式

会社に転籍、就職してもらう道をつくっている。昨年の９月 21日から始めたスミレで

あるが、頑張って約１年訓練を積んで、ことしの９月 20 日に卒業され、９月 21 日か

ら京都奉製株式会社の社員として活躍してもらっている人がいる。 

京都奉製株式会社に就職した後も、もし何か困ったことがあれば、同じ敷地内にス

ミレがあるため、施設長や仲のよかった職員に「実は」というふうに相談することも

できるし、施設長や職員のほうから「最近、どう？お仕事、ちゃんとできている？」

というふうに声かけをすることもできる。このため、切れ目のないシームレスな就労

支援、定着支援ができていると思っている。 

現在も、京都奉製株式会社への就職を目指す方が数名あり、あともう少しというと

ころであり、頑張って一般就労を目指していただきたいなというふうに思っている。 

また、作業性を高めるための工夫というのはいろいろあるが、新たな道具や治具の

開発、そういったことをしていく中で、障害者だけではなく健常者もミスなく効率よ

く仕事ができるヒントがたくさんある。 

今、働き方改革であるとか業務の効率化というのは、本当によく言われることであ

るが、このヒントを拾っていくことで、障害者だけでなく健常者の作業効率を上げる

ことにも貢献してもらっていると思う。 
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理事者説明資料 
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

 

② 「つくり育てる漁業」の現状と課題について 

                                         (平成 30年４月 17日(火)開催) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催概要 

  京都府では、府内水産業の振興のため、丹後とり貝や岩がきなど二枚貝を

中心とした養殖生産の拡大や、「京都府栽培漁業センター」を拠点とする、マ

ダイ、アワビ、サザエの種苗生産・放流による資源増大など、「つくり育てる

漁業」を積極的に推進している。 

       特に府内水産物で初めて「京のブランド産品」に認証された丹後とり貝では、

種苗の供給から地球温暖化に伴う夏季高水温に対応した養殖手法の改良など、

「京都府海洋センター」の独自技術による一貫した生産者へのサポートを行っ

ている。 

       なお、「つくり育てる漁業」の推進により、種苗放流対象魚種（マダイ、ア

ワビ、サザエ）の漁獲金額は約２億円、養殖生産額は約７億円（魚類、貝類等

直近５箇年平均）となっている。 

       今回の委員会では、「つくり育てる漁業」の生産現場に関わる関係者を参考

人に迎え、その生産性を高めるために必要な取組や課題等について議論した。 

 

■日 時 

     平成３０年４月１７日（火）午後１時３０分～ 

 

■進 行   

     １ 理事者から概要説明 

２ 「つくり育てる漁業」の現状と課題について 

参考人： 公益財団法人京都府水産振興事業団 

理事長 葭矢  護 氏 

         舞鶴とり貝組合  

代表 川﨑 芳彦 氏 

  ３ 上記を踏まえて、意見交換・質疑応答 

 

■出席理事者 農林水産部技監、理事（農政課長）、流通・ブランド戦

略課長、水産課長 
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「『つくり育てる漁業』の現状と課題について」 

○京都府におけるつくり育てる漁業 

京都府においては、水産資源の持続的利用を行うために、

捕る漁業だけでなく、つくり育てる漁業（養殖と栽培漁業）

に取り組んでいる。魚類の養殖においてはブリ類、具体的

にはブリ、カンパチ、それからマダイ、伊根町で行われて

いるクロマグロのほか、最近ではトラウトサーモンといっ

た新しい魚種も養殖されている。 

貝類の養殖では、舞鶴湾や九美浜湾でマガキ、トリガイ、

最近ではイワガキも行われており、平成 28 年度の実績では 28 万個ほど出荷されてい

る。また、規模は小さいが、宮津市ではアサリ、京丹後市ではクロアワビの養殖が行

われている。海藻の養殖ではワカメ、これは多くて 42 トン、900 万円ほどの実績があ

る。なお、京都府農林水産技術センター海洋センター（以下、海洋センター）の試験

研究段階であるアカモクは、規模的には小さいが、新しい養殖業種として期待されて

いる。 

栽培漁業では、マダイ、クロアワビ、サザエの種苗を生産して放流している。その

ほか、ヒラメ、クロダイといった魚種も放流されている。さらには、規模は小さいが、

クルマエビは、民間の種苗業者から当事業団が種苗を買い取り、放流している。 

 

○栽培漁業の現状 

 当事業団は、宮津市小田宿野に所在し、海洋センターと同一敷地内に事務所及び栽 

培漁業センターがある。職員は 15名で、うち正規職員が５名で、ほかは非正規職員で 

ある。 

当事業団が行っている事業の中で、特に大事な事業である公益目的事業は、重要海 

洋生物の種苗生産・放流及び種苗供給等に関する事業であり、京都府栽培漁業基本計 

画に基づき、マダイ等の種苗生産、放流・配布を実施している。 

マダイの生産と配布について、マダイの種苗を生産すると、宮津市黒崎の沖合に設置 

されたマダイの里（増殖場）等に集中的に放流しているが、平成 28 年度は合計 62 万

６千尾を放流し、配布した。アワビについては、京都府漁業協同組合等に 28万３千個

を配布・放流、サザエも同様に京都府漁業協同組合等に 48万８千個を配布・放流した。   

この３魚種については、京都府栽培漁業センターで生産し、配布しているが、このほ

かにヒラメ、クロダイについては、他県産のものを要望に応えてあっせんするという

事業も行っている 

大型クロアワビの種苗生産、養殖技術に関する研究開発事業については、日本でも

トップレベルの技術を持っているが、クロアワビの生産技術を応用して新しい製品が

作れないかということで、大型クロアワビの生産試験について、現在、取り組んでい

る。殻長 50ミリ以上の大型クロアワビの種苗生産・養殖技術を開発し、府内の養殖漁

葭矢参考人 発言概要 
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業者に配布して、技術指導を行っている。平成 28 年度の実績では、65 ミリ以上のも

のを６千個配布した。 

トリガイの中間育成に関する技術研修については、京都府独自の技術であるトリガイ 

養殖（育成）技術のうち、中間育成について、京都府から当事業団への移管に向けて、

技術を習得するための研修に取り組んでいる。 

運営資金について、マダイの協力金については、漁業者と同じ受益者である遊漁船 

業者などからも負担金、協力金をいただき、補助金と合わせて運営している。アワビ

とサザエの種苗負担金については、年間３千万円程度の収入がある。資産運用につい

ては、基本財産、特定資産の運用利息が、低金利の時代で運用が難しいが、年間１千

万円くらいある。土地賃貸料は、隣接する国立研究開発法人水産研究・教育機構の日

本海区水産研究所宮津庁舎に、当事業団の土地の一部を貸しているため、賃貸料とし

て年間 400 万円の収入を得ているが、この収入は、アワビ、サザエ、マダイの生産費

用に充てている。また、京都府から運営経費に対する補助金の交付を受けている。 

 

○栽培漁業の効果 

栽培漁業の効果について、マダイについては、定置網や釣・延縄、底曳網、刺し網 

漁業など、かなり広範囲の漁業者に捕られるため、波及効果が高い魚種で、漁獲量は

ほぼ安定している。 

アワビは、水視漁法の代表的な漁獲対象種で、船外機船など小規模な投資で、年齢

に関係なく操業することができるため、幅広く利用されている。漁獲量に変動はある

が、近年は増加傾向にある。 

サザエについては、アワビと同様に比較的小規模な投資で、年間を通して操業が可

能で、他の魚種と複合的に経営ができる。漁獲量は安定している。 

 

○今後の課題 

課題として、１つ目は、温暖化の進行によりアワビ、サザエの種苗生産過程で大量の 

減耗が生じてしまうことと、成長に遅れが出てしまうこと。今年の冬は相当の雪が降っ

て、例年よりも水温が１～２度低かったため、成長が遅れたり、減耗の原因になった。 

天候ばかりはどうにもできないので、職員も苦労している。  

２つ目は、超低金利の中で基本財産等を運用しているので、基本財産が 11億２千万 

円ほどあるのに、運用利息が１千万円ぐらいにしかならないこと。 

３つ目は、京都府栽培漁業センターの施設の老朽化である。昭和 56年にマダイとア 

ワビの種苗生産棟ができて、その後、サザエ等の生産棟ができたが、20年、30年が経

過する中で、どうしても施設が古くなっている。京都府には毎年、予算を付けてもらっ

て修繕はしているが、なかなか追いつかないところもある。 

４つ目は、技術者の後継者づくり。漁業の現場も同じであるが、種苗生産は技術系の 

職人が 20 年、30 年かけて、ようやく日本でもトップレベルの技術を習得した。後継

者をつくるための技術承継をきっちりと行って、つくり育てる漁業が継続してできる

ような仕組みづくりが是非とも必要ではないかと考えている。 
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                             （資料２） 

マダイの漁獲量（資料２－１） 

     

 

アワビの漁獲量（資料２－２） 

  

 

サザエの漁獲量（資料２－３） 
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○丹後とり貝の生産状況 

現在、ブランド商品である丹後とり貝は、舞鶴湾、 

栗田湾、宮津湾、久美浜湾の４か所で生産されている。

海洋センターで開発されたトリガイの養殖技術は、平

成11年に舞鶴湾をはじめとして、平成 16年に栗田湾、

平成 21 年に宮津湾、平成 23 年に久美浜湾へと徐々に

拡大してきた。 

現在、42経営体で 51名の生産者がトリガイをつくっ

ているが、私が代表をしている舞鶴湾の生産者が最も多く、全体の半分を占め、19 経

営体で 24名となっている。トリガイの数も売上金額も、舞鶴が全体の７割から８割を

占めている。 

トリガイ養殖を営む海域や生産者の増加により、近年、生産個数は 10 万個から 25  

万個、出荷金額は８千万円から１億７千万円で推移している。平成 24年度に初めて１

億円を突破したが、平成 25年度、26年度には、夏場の高水温の影響で、生産個数が７

万個に減少した。そこで、海洋センターの協力の下で、これまでより密度の低い飼育

方法を行った結果、大変大きな貝ができて、出荷金額も１億７千万円まで伸びた。 

 トリガイの生産は、環境によって大きく変動する。環境悪化による死貝を防止する

ため、舞鶴湾と久美浜湾に、水温、塩分、酸素量や餌となるプランクトンの量を測定

する装置を設置してもらった。私たちは、スマートフォンやパソコンで、いつでも水

温や塩分の数値を見ることができる。大変素晴らしいものが設置されて、ありがたい

と喜んでいる。 

 昨年 10月の台風により、死貝がたくさん出た。今年は全然だめのかと思ったら、冬

から春にかけて餌が豊富であったため、大変大きくなった。何とか去年並みにはなる

かと期待しているが、出荷が始まるまではよくわからない。 

 

○ブランド化の取組状況 

丹後とり貝は、平成 20年５月に水産物としては初めて「京のブランド産品」として 

認証された。認証に際しては、規格などが厳密に規定されており、生産者にはこれら

の遵守が求められている。平成 21年には、特許庁の地域団体商標にも登録された。 

なお、地元行政、観光協会により、出荷前の時期に合わせて、丹後とり貝キャンペー 

ンが実施されており、今年もマップやチラシ、ホームページによるＰＲなどが企画さ

れている。 

 

○生産面の課題 

丹後とり貝の生産は、環境によって大きく変動し、思うようになかなかできない。 

天候の影響がいちばんで、漁師がいくら努力しても、餌のない年は本当にできない。

しかし、その対策として、現在、海洋センターが新しいマニュアルを作成しているの

川﨑参考人 発言概要 
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で、どのようなマニュアルができるか楽しみにしている。 

また、育成途中で貝が大きくならずに曲がってしまう「変形貝」というのがあり、

それは丹後とり貝として出荷できない。この頃、多いように感じるが、その原因と対

策について、海洋センターで検討してもらえればありがたいと思う。 

 

○ブランド化等の面での課題 

ブランド化について、我々は丹後とり貝の出荷に当たって、大きさ、形が第一級の  

トリガイだけを丹後とり貝として売りたいのだが、餌がある年とない年で、貝の中の  

身入りがばらばらである。また、つくる人によってもばらばらで、舞鶴においても、  

６か所の地域によっていろいろである。我々は、それを何とかばらつきがないように  

努力して、海洋センターの力も借りて、安定供給できるように、第一級のブランドと  

して出荷できるように生産していきたい。 

私は、平成２年からトリガイの養殖を始めた。トリガイがまだ売り物にならない時期 

から、海洋センターが技術を提供し、漁業者が力を提供し、二人三脚でやってきた。

その時が一番苦しくて、楽しかった時期でもある。トリガイは何とかつくれたが、売

り方を知らなかった。私たちは、トリガイを持って業者に売り歩いたが、行く先々で

「何だ、養殖か」といった反応であったことから、宣伝をしないといけないというこ

とになり、海洋センターや舞鶴市、水産事務所の協力を得て、テレビ、新聞のほか、

あらゆる広告を行うとともに、とり貝組合の方ではトリガイを使った料理を一般公募

して、食べてもらう取組も始めた。その結果、現在のように売れるようになるまでに

10年かかった。 

 トリガイの生産者として、ブランドを維持し、向上させるための努力を怠らないよ 

うに、精一杯頑張りたい。 
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

(3) 出 前 議 会 

 

地方卸売市場を活用した農産物の販路拡大について 

 

  

 平成 30年１月 22日（月）14:00～15:40 

京都府南部総合地方卸売市場内 (株)京都総合食品センター会議室 

（宇治市伊勢田町西遊田 90番地の１） 
 

  

■農商工労働常任委員会 

委 員 長  池田 正義 

副委員長  前波 健史  北岡千はる 

委  員  巽   昭 荒巻 隆三 園崎 弘道 中村 正孝 光永 敦彦 

原田  完 馬場 紘平 田中美貴子 小鍛治義広 

 

■出席者 

 (株)京都総合食品センター 代表取締役専務        福田 繁造 氏 

京印京都南部青果(株) 代表取締役社長         北浦登志男 氏 

京印京都南部青果(株) 取締役統括部長                  藤田 和幸 氏 

西村農園                       西村久三男 氏 

 (株)ふるさと農園 代表取締役              古里 治彦 氏 

 

■京都府 

山城広域振興局  局長               岡本 圭司 

        農林商工部長           湯瀬 敏之 

農林商工部企画調整室長      小宅  要  

農林水産部  副部長                本永 治彦  

理事（農政課長事務取扱）       沼田 行博 

      流通・ブランド戦略課長        安原 健史 

流通・ブランド戦略課農業流通・販売戦略担当課長 

                         上原 弘明 

農産課長               加藤 英幸 

 

■地元議員 

  村田 正治 議員、藤山裕紀子 議員、前窪義由紀 議員、村井  弘 議員  

 

テーマ 
 

参加者 
 

日 時（場 所） 
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少子高齢化や人口減少による食料需要の先細りや他府県産農産物との販売競合、実需

者への直接販売等流通経路の多様化など、卸売市場を取り巻く情勢は厳しい状況にある

中、本府においては、府内産農林水産物の周知や消費拡大に取り組むとともに、市場機

能を活かして需要が大きく高値での販売が可能な首都圏への出荷や海外市場への輸出

により、販路拡大の取組を進めている。 

こうした中、京都府南部総合地方卸売市場においては、コールドチェーンを確立し、

築地市場や香港等へ出荷するため、貯蔵保管施設や包装処理施設の整備等物流機能の強

化に取り組んでいる。今回の出前議会では、こうした状況を踏まえ、農商工労働常任委

員や同卸売市場の関係者及び生産者により、地方卸売市場機能を活用した農産物の販路

拡大について意見交換を行った。 

 

 

◆レストランをはじめ飲食関係向けに、年間

を通して20種類以上の野菜を栽培している。

南部卸売市場においても、そういった珍し

い野菜を取り扱い、販売してほしい。 

◆女性の農業者を対象とした勉強会や意見交

換会等を開催してほしい。 

◆生産した野菜の全量を南部卸売市場に出荷

しているが、その理由は農家として農産物を育てることに専念したいから。販売は

南部市場に頼っている。 

◆南部卸売市場に求めることは、市場機能の強化。農業生産者としてはプロの自覚を

持って生産しているが、販売については素人同然。高値を望むつもりはないが、あ

る程度安定した販売ができるような機能強化を求める。 

◆生産現場において、女性は袋詰めなどの出荷作業や検品等、きめ細かな仕事を担っ

ている。消費者目線で見てくれることもあり、生産物の品質向上に寄与している。 

◆１人当たり 150万円の就農支援補助制度があるが、農業機械の購入等、本気で農業

に取り組もうとする人には十分な金額とは言えないので、継続的に支援してほしい。 

◆卸売市場には農産物の価格調整など、優れた機能や役割がある。卸売市場法改正後

はそれぞれの市場に応じた運用をしていくことになるので、当市場としては生産者

や卸売業者、買い受け人など全体が良くなるような取組をしたい。 

◆京野菜は関東地域などで引き合いが強い。品質が良く、店に少量でも置いておけば

集客につながる魅力的な商品。京野菜の生産量が増えれば、野菜生産者の収入も増

えて、ひいてはそれが地域の活性化につながる。 

◆卸売市場の強みは、生産物の安定供給ができることにある。特定の生産者と直接取

引されていると、台風等で生産者が被災された場合、生産物が入荷しなくなるが、

卸売市場は多数の生産者と取引をしているので、欠品することなく安定的に供給で

きる。 

◆地元の農家の方から「南部卸売市場ができて、農産物の販売がしやすくなった」と

の声をお聞きする。地方卸売市場の役割は、農産物の価格が値崩れしないように安

定させることなど、産地を育てていくことにある 

概 要 
 

主な内容 
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2  調査に係る常任委員会の審議等の状況 

(4) 管内外調査 

 

 

 

 

 

 

①管外調査 (平成 29年７月 11日(火)～12日（水）） 

○岐阜県議会（岐阜県岐阜市） 

 ＥＣ企業支援の取組について 

○東白川村議会（岐阜県加茂郡東白川村） 

「フォレスタイル」プロジェクトについて 

○飛騨市議会（岐阜県飛騨市） 

アニメを活用したインバウンド事業について 

○一般社団法人ふるさとけものネットワーク（岐阜県郡上市） 

ふるさとけものネットワークの取組について 

 

②管内調査 (平成 29年８月 24日(木)～25日(金)) 

○京都府立京都高等技術専門校（京都市伏見区） 

 京都府立京都高等技術専門校における訓練科目の再編について 

○京都府農林水産技術センター（亀岡市） 

 試験研究開発を通じた農林水産業の振興について 

 ○京丹波町役場（船井郡京丹波町） 

  京丹波町におけるロケ誘致と「ロケ弁」作りを通した地域づくりの取組について 

○商工労働観光部・建設交通部港湾局［於：第２ふ頭旅客ターミナル］（舞鶴市） 

  京都舞鶴港におけるクルーズ客船誘致の取組について 

○海の民学舎［於：京都府水産事務所］（宮津市） 

  海の民学舎における人材育成の取組について 

 

③管外調査 (平成 29年 11月６日(月)～８日(水)) 

○「能登の里山里海」世界農業遺産活用実行委員会 

［於：石川県奥能登総合事務所］（石川県輪島市） 

世界農業遺産認定を契機とした地域活性化の取組について 

○石川県議会（石川県金沢市） 

石川県における中小企業の海外展開支援について 

○群馬県鳥獣被害対策支援センター（群馬県高崎市） 

鳥獣被害対策に携わる人材育成の取組について 

○一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社［於：秩父市議会］（埼玉県秩父市） 

地域連携ＤＭＯとしての観光地経営の取組について 
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①  管外調査  

                    (平成 29年７月 11日(火)～７月 12日（水）） 

 

 
 

 

◆ＥＣ企業支援の取組について 
 

岐阜県では、国内市場の縮小や価格競争激化に対応するために海外市場開拓を目指す

企業を支援するため、産業政策の基本方針である『岐阜県成長・雇用戦略2017』のなか

で「海外展開・販路拡大支援プロジェクト」を掲げ、様々な取組を実施されている。 

越境ＥＣ［Electronic Commerce］（国際間の

電子商取引）を活用した海外販路拡大の取組は、

この「海外展開・販路拡大支援プロジェクト」

のなかに位置付けられており、中小企業の海外

展開チャレンジを支援する目的で、平成29年度

から新たに開始された事業である。 

事業の内容は、中小企業にとって海外市場の

開拓が、言語や商習慣の違い、決済・配送方法

が分からないことなどからハードルの高いも

のとなっているため、県が事業者に代わって、

越境ＥＣを活用し、優れた県産品を海外市場に売り込むための支援をするというもので

ある。 

具体的には、県から委託を受けた事業者が、英語による販売ページの作成及び販売、

海外からの問い合わせ対応、海外決済、海外への配送を実施するとのことである。その

ため、出品者である県内事業者が行うことは、県内倉庫への商品配送と、委託事業者と

の「円」による決済のみとなる。 

出品までの流れは、県内事業者からインターネットや郵送により出品申込書の提出を

受けて県が審査を行い、県内事業者と委託事業者が販売対象国、販売方法などについて

契約を締結した後、委託事業者による商品ページの作成、商品の販売開始となるとのこ

とである。 

販売は世界の２大ＥＣプラットフォームとされる「Amazon」と「eBay」を利用して実

施されるが、今年度の販売対象国はアメリカ、カナダ、メキシコ、イギリス、フランス、

ドイツ、スペイン、イタリアの８カ国となるとのことである。 

平成29年５月より販売商品の募集を開始し、平成29年９月末まで募集を行うとのこと

である。また、その間、事業説明会や越境ＥＣについてのセミナーも実施し、随時商品

の選定、販売ページの作成を行い、販売も開始していくとのことである。 

一社あたり３商品までの申し込みが可能とされており、50商品以上の出品を目指して

いるとのことであった。 

 

岐阜県議会 
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【主な質疑】 

・販路拡大支援の対象となる県産品の範囲について 

・決済時においてトラブルが発生した場合の手当について 

・販売商品の認定状況について 

・販売対象国における県のサポート体制について 

・県内企業の海外進出に係る支援について  など 

 

 

 

 
 

◆「フォレスタイル」プロジェクトについて 
 

東白川村は、総面積の90％が森林ということもあり、木材関連産業が村の基幹産業で

ある。特に地域の木材を利用した住宅建築が盛んである。 

村の工務店での住宅建築受注量は最盛期に

は年間約70棟あったが、平成15年以降下降し、

平成21年には年間14棟にまで減少した。この受

注量が激減した理由としては、平成15年以降に

インターネットが普及したことによる購買プ

ロセスの変化や、メーカー住宅の台頭といった

社会の変化に対応できなかったことがあげら

れる。また、受注量の激減は、村にある事業所

の営業所得や村民の平均所得の減少にまで影

響したとのことである。 

 こうした状況を改善するために、同村では地方工務店の注文住宅が選択されない原因

を整理したところ、「購買顧客層が若い世代に移った」、「インターネット検索に変わっ

た」、「木材価格が分からない」、「高いと思われている」、「倒産の不安がある」、「デザイ

ン能力がない」といった原因があると考えた。 

そこで、同村では、これらの原因を解決するために、総務省の地域ＩＣＴ利活用モデ

ル構築事業を活用し、インターネットを利用して村の工務店と街の顧客を繋ぎ、地元産

ひのきの現代的な注文住宅を販売する「フォレスタイル」事業を始めた。 

同村が、平成22年から運用している注文住宅受注サイトでは、自由に間取を描画する

ことができ、リアルタイムで概算の建築費が表示される。また、村役場の職員が公的代

理人として契約までをサポートすることで、顧客に安心感を持ってもらうことができ、

建築士と連携することで顧客のニーズにあったデザインを取り入れることができるよ

うになった。 

その結果、平成21年には年間14棟にまで落ち込んだ受注棟数が、現在は年間約30棟に

まで回復しており、また、総務省の試算によると同事業開始前と比較して建設業の売上

は約114％増加し、村民1人当たりの所得も約16％増加したとのことであった。 

東白川村議会 
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【主な質疑】 

・大手ハウスメーカーとの連携について 

・顧客の地域について 

・地元産木材を使用した場合のコストについ

て 

・希望する自治体へのフォレスタイルシステ

ムの提供について 

・同プロジェクトの全国への発信について  

など 

 

 

 

 
 

◆アニメを活用したインバウンド事業について 
 

飛騨市では、平成28年度に大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」の「聖地」として

市のＰＲ活動に取り組み、国内外から多くの観光客を集めた結果、観光入込客数が前年

より3.6％増え、３年ぶりに100万人を超えたとのことである。 

飛騨市によるＰＲ活動は、平成28年７月７日に行われた同映画の全国一斉試写会に、

市の職員が出向いた際にヒットを予感したことからはじめられた。ＳＮＳ（ソーシャ

ル・ネットワーキング・サービス）を活用した情報発信に取り組むほか、映画公開日の

平成28年８月26日までに、版元等と交渉の上、

ポスターやチラシ、パネルを制作された。映画

公開後は、飛騨市美術館において「君の名は。」

の絵コンテなどを展示した展覧会の開催や、観

光サイト、聖地マップの制作にも取り組んだ。

こうした取組は多くのメディアに取り上げられ、

市の試算によると広告効果は100億円以上と推

定されるとのことである。 

こうした成果もあり、内閣府の「クールジャ

パン拠点実証プロジェクト」に周辺の高山市、下呂市、白川村とともに同市も参加する

ことができた。 

このプロジェクトでは、台湾やタイから情報発信力の高いインフルエンサー（ＳＮＳ

を媒体とした情報発信手段で多くのフォロワーを有する者）やアニメファンを招聘し、

映画のイメージとなった飛騨エリアなどを巡るモニターツアーが実施された。これらの

活動により、映画公開後には多くの観光客が飛騨市を訪れたとのことである。外国から

の観光客は、台湾や香港からの個人客が最も多いほか、中国で同映画が公開された後は、

春節も相まって同国からの団体客が多く訪れたとのことである。 

飛騨市議会 

説明聴取後現地を視察 
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今後の課題としては、継続したプロモーションを実施するための財源確保や版権処理

の徹底があげられるほか、インフルエンサーや

メディアによる発信の効果を実感したことから、

情報発信力の強化や、アニメを活用した広域観

光を実現するための環境整備が課題になるとの

ことであった。 

                                 

【主な質疑】 

・「君の名は。」撮影時の市への連絡について 

・上映が予定されている市民向け啓発映画の

内容について  など 

 

 

 

 

 

◆ふるさとけものネットワークの取組について 
 

一般社団法人ふるさとけものネットワークは、野生動物による被害で悩む地域の対策

支援を行う４つの民間団体によって構成されるネットワーク組織である。 

同法人では、獣害対策の現状や問題点を明らかにするため、平成27年３月に全国の市

町村区にアンケート調査を実施された。アンケート結果によると、56％の自治体が地域

内で獣害対策の担い手が育成できておらず、「地域の支援組織は必要か」という問いに

ついては、７割近い自治体が「必要である」と回答したとのことである。そのため、同

法人では地域に根ざした獣害対策の支援組織や専門家の育成が必要と考え、そういった

役割を担う人材の育成に取り組んでおられる。 

具体的には、獣害対策の３本柱とされている野生動物の個体管理、被害防除、生息地

管理の３つの対策を、地域の実情によってバランス良くコーディネートできる人材が必

要と考え、自治体職員や地域おこし協力隊を対象に、各地で「けもの塾」と題した研修

を開催している。自治体職員に対しては、各地で行われている最先端の獣害対策技術に

基づき、地域の特性に合った施策を考える内容にするとともに、地域おこし協力隊や学

生に対しては、獣害対策の基礎知識や獣害対策を仕事にするためのノウハウなどを公開

されている。 

平成27年度以降、現在までに、年に４回のけもの塾が開催され、卒業者の延べ人数は

約250名になっているが、卒業者の中には既に獣害対策の担い手として活動を始めてい

る人もいるとのことである。 

しかし、こうした活動を通して、地域の支援組織が育っても、当事者である農家がそ

こに仕事を依頼し、費用を負担することが難しいという課題が見えてきたことから、そ

の解決のために、行政から地域の支援組織に仕事を依頼してもらうなど、支援組織を活

用する方法などについても、行政担当者研修で教えているとのことである。こうして、

一般社団法人ふるさとけものネットワーク 

説明聴取後現地を視察 
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行政担当者と地域の支援組織が連携して獣害対策に取り組むことで、効果的な獣害対策

ができると考えているとのことであった。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な質疑】 

・防護柵の設置等に係る行政との連携について 

・行政と地域住民とのネットワーク構築について 

・自治体担当者の研修の実施状況について 

・「集落環境診断」実施の重要性について  など 
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② 管内調査  

                    (平成 29年８月 24日(木)～８月 25日（金）） 

 

 
 

 

◆京都府立京都高等技術専門校における訓練科目の再編について 
 

京都府立京都高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基づき京都府の職業能力開発

の拠点として、京都のものづくり産業を担う若年技術者を育成するための職業訓練を実

施されている。 

同校では、平成27年度から、人手不足が顕著

な中小企業のニーズを踏まえた訓練の強化・充

実、障害者の求職ニーズ・企業ニーズを踏まえ

た訓練の強化・充実、非正規雇用や離職率の高

い若者のより質の高い就業実現のための訓練の

強化・充実といった３つの視点で訓練のあり方

を検討し、科目再編を実施された。 

具体的には、平成29年度から機械加工システ

ム科の１年コースを廃止し、ものづくり企業の

ニーズを踏まえ、簿記・会計などの事務に加え、生産管理や機械器具の基礎知識を持っ

た人材を育成することを目的に、プロダクトマネ－ジメント科を開設された。この科は

小さい子どもを持つ女性でも受講できるように、訓練開始時間を他の科より１時間遅い

10時とするなどの工夫をされている。訓練期間は１年、定員は20名である。 

その他、障害者職業訓練を一元化するため、平成23年に開設された発達障害者を対象

としたキャリア・プログラム科を京都障害者高等技術専門校へ移管された。 

また、訓練や職業のミスマッチを防ぐために、訓練内容の体験や職業理解を中心とし

た「入校前導入訓練」も新たに実施されている。 

平成29年度の入校状況は、設置されている５つの科を合わせて90名の定員に対して応

募者数が129名、応募倍率は1.4倍であった。プロダクトマネ－ジメント科の入校状況は、

定員20名に対して応募者数が36名、応募倍率は1.8倍となった。 

平成28年度の就職状況は４つの科合わせて51名の修了生のうち、50名が就職し、就職

率は98％となっている（プロダクトマネ－ジメント科は、平成29年度新設のため、実績

なし）。また、就職先の８割が中小企業とのことであった。 

同校における就職支援は、担当課長や科指導員、専門就職推進員が一丸となり、きめ

細かく指導されている。具体的には、就職ガイダンスや個別面接を実施し、本人の意向

を十分に調査した上で、履歴書の書き方指導、模擬面接の実施など、丁寧に支援されて

いる。未就業者にも修了から１年間は、情報提供を実施するなど継続的支援をされてい

るとのことであった。 

 

京都府立京都高等技術専門校 
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説明聴取後、施設を視察 

【主な質疑】 

・資格取得について 

・建築科の訓練期間と習得する工法につい

て 

・社寺建築関係に携わることを目指す人数

について 

・再編されたプロダクトマネージメント科

の特徴について 

・定員の充足状況及び修了者数について 

・訓練機器の更新状況について  など 

 

 

 

 

◆試験研究開発を通じた農林水産業の振興について 
 

農林水産技術センターのうち、農業研究の中心的機関となる農林センターでは、国産

の豆類やブランド京野菜の生産技術の改良や、収益の高い農業経営を支える調査研究な

どが行われている。 

今回は、農林センターの主な３つの研究成果について調査をした。 

まず、スマートフォンを活用した水稲の生育診断について調査をした。 

米の生産には生育量に応じた適切な量の追肥が重要であり、茎数や葉色などの実測に

は時間と労力を要し、葉色版を使った簡便法で

は生育量が不正確という課題があった。そこで、

同センターでは京都大学と共同で、スマートフ

ォンで撮影した画像から水稲の生育量を算出し、

適切な施肥量を診断するアプリを開発された。

現在は、診断できる品種がコシヒカリに限られ

ているが、今後は酒米に使われる「京の輝き」

等の品種にも適用拡大していきたいとのことで

あった。また、中干しや収穫の適期判定への応

用、民間企業と連携したアプリの実用化、早期普及にも取り組みたいとのことであった。 

次は、黒大豆エダマメの長期安定生産技術の確立について調査をした。 

平成24年に品種登録をされた大粒で甘いエダマメ「京 夏ずきん」は８月から出荷さ

れていたが、できるだけ早く店頭に並べたいという市場ニーズを踏まえて、パイプハウ

スを利用して７月から出荷できる栽培技術を確立された。また、地下水位制御システム

（FOEAS）を活用して安定生産を実現された。 

最後に、「京の米」オリジナル品種の育成について調査した。 

京都府農林水産技術センター 
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説明聴取後、現地を視察 

地球温暖化の影響により、コシヒカリを初め米の品質低下が顕著であること、米の産

地間競争に打ち勝つため、ブランド力のあるオリジナル良食味米品種の開発要望を背景

に、同センターではオリジナル品種育成に取り組まれている。新品種育成にあたっては、

中央農業研究センター北陸研究拠点と共同研究を実施していきたいと考えているとの

ことであった。また、品種候補11系統から、収量、品質、病害虫抵抗性などの生産力を

評価し、最終１系統に絞り込むとともに、炊飯食味計など最新の機器と京の料理人やお

米マイスターなどによる官能試験で食味を評価していきたいとのことである。今後は、

平成31年度までに品種候補を11系統から１系統まで絞り、平成33年度までには栽培を開

始したいと考えているとのことであった。 

                                  

【主な質疑】 

・米の特Ａの取り方研究、丹後農業研究所 

とのすみ分けについて 

・豆類、品種改良等今後の展開について 

・米政策に関する現場の声について 

・生産緑地見直しでの農業を守るための要 

望について 

・新羽二重の収穫量について  など 

 

 

 

 

◆京丹波町におけるロケ誘致と「ロケ弁」作りを通した地域づくりの取組について 
 

同町では、平成16年に鳥インフルエンザが発生した農場の跡地をオープンセットとし

て利活用する取組が進められている。 

このオープンセットは全体で4.7ヘクタール、活用しやすい平地に限っても2.5ヘク

タールある広大な土地で、周辺には民家などの支障物がなく、爆破シーンも撮ることが

できる。また、京都縦貫自動車道が開通し、京都市内の撮影所からもアクセスしやすい

ため、映画関係者から高い評価を得ているとのこ

とである。 

平成28年７月には、映画「本能寺ホテル」のロ

ケ誘致に成功し、オープンセットでは本能寺の大

炎上シーンの撮影が行われた。 

また、平成29年６月には、地方創生推進交付金

を活用し、京丹波町観光協会内に「京丹波町ロケー

ションオフィス」が設置された。「京丹波町ロケー

ションオフィス」は京丹波町から委託を受けた京

丹波町観光協会により運営されている。ロケーションオフィスでは、撮影ポイントの紹

介や、映画制作に関連する各種事業者の紹介、斡旋などによるロケ支援が実施されてい

京丹波町役場 
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農事組合法人京丹波ほたるの里の加
工施設「キッチンほたる」を視察 

る。 

その他、ロケーションオフィスでは、事前に登録されたエキストラなどの人材を、映

画制作会社、ドラマ制作会社等からの人材要請に応じて派遣する仕組みづくりにも取り

組んでいるとのことである。この仕組みにより、地域経済へのうるおい、映画などへの

参画による生きがい、楽しみ、地域への愛着が生まれるのではないかと考えているとの

ことであった。 

さらに、同町では地元食材を使用した「ロケ弁」の開発も進められている。平成28年

10月には、同町の依頼により「ロケ弁」の開発、研究をされている農事組合法人京丹波

ほたるの里の加工施設「キッチンほたる」が

整備された。 

ここで作られる「ロケ弁」は、平成29年７

月に同町で行われたロケでも提供されたとの

ことである。こうした「ロケ弁」の開発・研

究の取組は地域住民の活力にもつながり、さ

らに地域独自の自主財源確保にも寄与するも

のと期待が高まっているとのことであった。 

                                 

【主な質疑】 

・ロケ地誘致のきっかけについて 

・今後の中長期的な展開について 

・ロケ地の利用状況（収入面）について 

・今後の運営形態への行政の関与について 

・ロケ事業の継続・拡充のためのアプローチについて  など 

 

 

 

 

◆京都舞鶴港におけるクルーズ客船誘致の取組について 
 

京都舞鶴港では、国内外の観光客を取り込むた

めにクルーズ客船誘致に向けたハード・ソフト両

面の取組が進められている。 

今回は特にソフト面の取組について調査をし

た。 

クルーズ船社は乗船港を決定する際に、乗船客

を多く集められることを条件とすることから、ク

ルーズ船を誘致するには京都舞鶴港からの乗船

客をいかに増やすかも重要になるとのことであ

る。 

そこで、平成29年１月にはイタリアの船会社「コスタクルーズ」 による「日本海周

商工労働観光部・建設交通部港湾局 [於：第２ふ頭旅客ターミナル] 
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巡視船に乗船し現地を視察 

遊クルーズ」で船が寄港する５港が連携して、周遊クルーズの魅力をＰＲし集客を図る

ためのクルーズセミナーを開催された。このセミナーは３大都市圏（大阪、名古屋、東

京）で開催され、参加者に対して各港による寄港地紹介やコスタクルーズ社による周遊

クルーズの説明が実施されたとのことである。 

また、外国クルーズ船誘致に向けて、平成29年３月にはアメリカのマイアミで開催さ

れた海外展示会（シートレード・クルーズ・グローバル2017）に参加し、京都舞鶴港の

魅力をＰＲするとともに、独自に商談会を実施し、各船主のキーパーソンとの関係構築

に努めたとのことである。 

さらに、国が実施する海外クルーズ船社等招請事業に積極的に参加し、クルーズ船社

の幹部に観光地案内をするなど、クルーズ船誘致に努めているとのことである。 

こうした取組により、平成25年から順調に京都舞鶴港に寄港するクルーズ船が増えて

いる。平成29年は、初寄港したドーンプリンセ

ス、コスタネオロマンチカをはじめとするク

ルーズ船が39回京都舞鶴港に寄港した。クルー

ズ船旅客数も増えており、平成29年は約４万人

を見込んでいるとのことである。 

また、クルーズ船寄港時には、着物姿の踊り

子隊や地元の園児によるお出迎え、乗客向けの

観光案内所の設置、物販、Wi-Fiの整備、ふ頭

から西舞鶴駅間のシャトルバス運行など様々

なおもてなしが行われている。 

 

【主な質疑】 

・旅客ターミナルの拡充について 

・乗客へのおもてなし、海の京都ＤＭＯの市町村との連携について 

・クルーズ船閑散期の今後の取組及び要望について 

・クルーズ船乗客への近隣地への観光誘致に向けた取組について 

・海の京都ＤＭＯとの連携について 

・主要な輸出入品について 

・コンテナによる収入について  など 

 

 

 

 

◆海の民学舎における人材育成の取組について 
 

京都府では、漁業の従事者数が高齢化や、後継者不足により著しく減少しており、漁

村の過疎化も進行している。また、漁業への新規就業者の定着が思わしくない状況でも

ある。こうしたことを背景に、府と沿岸４市町（舞鶴市、宮津市、京丹後市、伊根町）、

漁業関係団体が連携し、平成 27 年４月に、漁業への就業を目指す若者に対して、より

海の民学舎 [於：京都府水産事務所] 
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実習の様子を視察 

実践的な知識や技術を習得させること、新規事

業者を持続的に育成し漁村へ定着させること

などを目的に海の民学舎を開講した。 

学舎の運営は、行政と漁業団体で構成する

「海の民学舎運営協議会」により行われている。 

学舎での研修期間は２年間、定員は１期 10

名です。１年目は、宮津市にある水産事務所内

の専用スペースにおいて、府内の漁業について

の講義や実習が実施される。具体的には、定置

網漁業や底曳網漁業などの漁業実習、ロープワーク、魚網づくりなどの実習、漁業経営、

漁村生活などについての講座が行われる。１年目の研修時間数は、座学 358時間、実習

912 時間の 1270 時間である。また、１年目には研修生自ら就業を希望する漁業の種類、

定住する地域・漁村を決定し、２年目は選択した漁村に定住し、指導者のもとで通年の

実習が行われる。 

研修生には各種支援制度も設けられている。例えば、１年目は国の次世代人材育成事

業を活用し、1 人当たり年間 150 万円が給付されている。２年目も、国の長期研修制度

を活用し、指導者に対して助成をし、指導者から研修生に給与を支払う形で間接的に研

修生の生活支援をされている。また、府内で５年間漁業に就業した者には授業料が返還

されるとともに、共同生活の宿舎を低料金で提供されている。 

現在は、第２期生３名、第３期生６名が学舎で学んでおられる。 

平成29年３月には、第１期生７名が２年の研修を修了し、研修生の選んだ漁業、漁村

で就業したとのことである。また、学舎では修了生に対する継続的な技術指導や漁村へ

の移住・定住もサポートされているとのことであった。 

                    

【主な質疑】 

・研修生の希望ジャンルと受け入れ先のマッチングについて 

・２期生減少理由について 

・修了生（１期生）の国の事業を活用した研修について 

・地域との関わりの中での工夫点について 

・府立海洋高校との関係について 

・募集・紹介方法の現状及び今後について 

・今後のカリキュラムの充実について 

・独立型に対する生活面の支援について                      

                 など  
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③ 管外調査  

                    (平成 29年 11月６日(月)～11月８日(水)） 

 

 
 

 

◆世界農業遺産認定を契機とした地域活性化の取組について 
 

石川県の「能登の里山里海」は平成23年６月に、日本で初めて世界農業遺産に認定さ

れた。認定を契機に様々な地域活性化の取り組みが進められている。 

世界農業遺産とは、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）が平成14年に開始した取り組みで、農

業の近代化が進む中で失われつつある伝統的な農業・農法をはじめ、農業と結びついた

文化などが組み合わさり、ひとつの複合的な農業システムを構成している地域を認定し、

その保全と持続的な活用を図るものである。 

「能登の里山里海」が認定されるにあたり評価された点は、山の斜面や谷間を利用し

た水田などの独自の土地利用や海女漁などの伝統的な農林漁法、キリコ祭りなどの農林

漁業と深く結びついた祭礼、棚田、間垣などの優れた里山景観、豊かな生物多様性、輪

島塗や揚げ浜式製塩法などの伝統的な技術である。このように、古来の農法だけでなく、

人々の日常生活や文化の観点も含めて「能登」という面的な広がりで認定されたことで、

「元気な里山里海づくり」が加速したとのことである。 

平成23年６月には、世界農業遺産の認定を

活用した「能登の里山里海」を未来へ引き継

ぐ取り組みを推進しようと、石川県、地元４

市５町、農林漁業・商工・観光団体で構成さ

れた「『能登の里山里海』世界農業遺産活用

実行委員会」が設立された。実行委員会では、

世界農業遺産に関連する認証制度として「未

来につなげる『能登』の一品認定制度」を創

設し、能登棚田米や奥能登揚げ浜塩など32品

を認定されている。 

また、高校生が能登の匠の知恵や技を取材する「聞き書き」という取り組みも実施さ

れている。この取組は、名人の技術や知識をアーカイブとして残すだけでなく、高校生

が自らの暮らす地域の農林漁業、伝統文化、祭礼について知り、誇りを持つきっかけに

なっているとのことである。 

石川県の独自の取組としては、地元の７つの金融機関とともに、「いしかわ里山創成

ファンド」（平成28年度から基金総額を120億円に増額し､名称を「いしかわ里山振興フ

ァンド」に改称）を創設された。これはファンドの運用益と企業等からの寄付金を加え

た年間約8,000万円を、里山里海に人の手を取り戻す生業創出の取組やイベントに対し

て資金的に支援をするという取り組みである。これまでに能登ブランド農産品の開発や、 

 

「能登の里山里海」世界農業遺産活用実行委員会 [於:石川県奥能登総合事務所] 
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農家民宿の事業など146件が採択されている。 

最後に、世界農業遺産に認定された一番

の効果は、地元住民が、「当たり前」と思っ

ていた地域の資源や暮らしに「光」を当て

て、地域の「宝」であることを再認識する

ことができたこととのことである。そして、

地域住民が地域に「生きる自信と誇り」を

取り戻し、地域を活性化する動きを、実行

委員会としても支えていきたいとのことで

あった。 

 

【主な質疑】 

・企業が活用している耕作放棄地の割合について 

・農林水産業の振興が地域の活性化に重要だと判断した理由について 

・地方創生推進交付金の活用の仕方について  など 

 

 

 

 

◆石川県における中小企業の海外展開支援について 
 

石川県では、県の中心的な地場産業の一つである食品産業や伝統的工芸品産業におい

て、国内需要の減少等を背景に、海外展開を目指す県内企業が増加している。 

こうしたことを背景に、同県では、平成16年に「国際ビジネスサポートデスク」を商

工労働部産業政策課内に設置し、企業が国際ビジネスを行う上で直面する問題に対し、

県の海外事務所やＪＥＴＲＯ金沢等との各種支援機関と連携し、ワンストップで対応さ

れている。 

 主な支援内容は、現地展示会の開催、海外バイヤー招聘商談会の開催、専門家による

相談対応、各種情報提供である。 

 現地展示会として、平成29年７月には、県主催でシンガポール市内において現地のバ

イヤーを集め、県内企業とのシンガポールビジ

ネス商談会が実施された。実施にあたっては、

シンガポールに支店を有する北國銀行とも連

携し、幅広いバイヤーに声掛けを行ったとのこ

とである。また、商談会終了後も、同行のセー

ルスやその後の県のフォローアップが実施さ

れた。この商談会での成約件数は20件で、現在

もフォローアップを継続していることから、成

約件数は今後も増加する見込みとのことであ

った。 

石川県議会 

千枚田ポケットパークを視察 
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 海外バイヤー招聘商談会は、海外のバイヤーを招聘し、県内企業を訪問する取り組み

である。平成29年５月の海外バイヤー招聘商談会では、６件が成約し、その他にもバイ

ヤーが高い関心を示し、商談継続中の案件が多数あるとのことであった。 

専門家による相談対応では、県とアドバイザリー契約を結ぶ国際法律相談事務所によ

るアドバイスの提供などを実施されている。法律相談の他、海外事業経験の豊富な大手

企業ＯＢ等を依頼のあった中小企業に派遣し、海外法規制等に対応するための具体的な

アドバイスの提供などもされている。 

また、海外の現地情報を得にくい中小企業に対して、県の海外事務所と連携した現地

情報の提供などを実施されている。 

こうした様々な取組により、特に相談の多い食品産業や伝統工芸品産業に限ると、輸

出を開始した企業数は過去５年で約２倍になっているとのことであった。 

 

【主な質疑】 

・海外と取引している石川県内の中小企業数について 

・海外商談会を開催する場合に県が負担する内容について 

・石川県の伝統工芸品を海外に売り込むための戦略について  など 

 

 

 

 

◆鳥獣被害対策に携わる人材育成の取組について 
 

同センターは平成22年４月に設置されて以降、鳥獣被害対策の現場対応の中心的役割

を担っておられる。 

被害対策には、野生鳥獣を「捕る」対策、野生鳥獣から「守る」対策、野生動物を「知

る」対策を組み合わせ、関係機関と連携して取り組まれている。今回は、「知る」対策

の中心である、鳥獣被害対策に携わる人材育成の取り組みについて調査した。 

同センターでは、被害対策を実施する範囲に応じた知識・技術を習得していくための

各種研修を実施し、必要な人材を必要な場所に確保する体系的な人材育成をされている。 

まず、平成20年から始められた研修では、集落ぐるみの被害対策に必要となる地域リ

ーダーの育成に取り組まれた。この研修では、

被害対策の現状と課題、関係法令の基礎など

を学ぶとともに、生息状況の調査、被害防除

技術の実習が行われた。これにより、多くの

集落で鳥獣害に対する基本的な取り組みが浸

透したそうである。 

しかし、シカやサルによる広域的な被害が

顕在化したため、平成23年からは地域の指導

者を取りまとめて集落間の調整を行う人材が

必要となったことから、地域対策指導者の育

群馬県鳥獣被害対策支援センター 
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成に取り組まれた。この研修は、市町村職員やＪＡ営農指導員、県職員などを対象に、

生息状況調査、被害防除技術、集落環境診断法など現場における実習を中心に行われる

とのことである。 

さらに、多様化する鳥獣被害に対応するため、平成27年からは被害対策を総合的にマ

ネジメントする専門技術者が必要となったことから、地域対策指導者からの情報に基づ

き、「捕る」「守る」「知る」対策を効果的に組み合わせた総合プランを作成できる高度

専門技術者の育成に取り組まれている。 

こうした人材育成の取組により、被害対策

の基本的認識と手法が県内関係者へ周知、統

一されたこと。県、市町村職員などの対応レ

ベルが標準化、継続したこと。また被害農業

者・地域住民の対策意識が向上するという成

果があったとのことである。 

しかし、高度専門技術者の適正配置やスキ

ルアップに課題もあるので、今後も更なる人

材育成の強化を図っていきたいとのことで

あった。 

 

【主な質疑】 

・狩猟免許取得に対する支援の有無及び内容について 

・一般の人が有害鳥獣を捕獲した場合の補助について 

・野生鳥獣による農作物の被害額と被害減少のための対策について 

・鳥獣被害対策に携わる人材育成に取り組みはじめたきっかけについて  など 

 

 

 

 

◆地域連携ＤＭＯとしての観光地経営の取組について 
 

秩父市と周辺の横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町は、人口減少の中、生活に必要な

機能を分担して行政サービスを行うため、平成21年に総務省のプログラムである「ちち

ぶ定住自立圏」協定を結んだ。平成24年２月に

その中に観光を促進する組織として同観光公

社が設立された。 

同観光公社は平成28年２月に、観光庁が募集

する日本版ＤＭＯの第一回候補法人に登録さ

れた。現在は、日本版ＤＭＯの登録に向けて、

「観光地経営」の視点に立った観光地域づくり

に取り組むとともに、登録要件である必須ＫＰ

Ｉ※（満足度、リピーター率、観光消費額、総

一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社 [於：秩父市議会] 

施設を視察 
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宿泊者数）の調査等に取り組まれている。 

同観光公社の行う主な事業は、民泊を利用した修学旅行誘致、広域レンタサイクル、

着地型旅行商品の開発、地域ブランドの確立と特産品の販売促進、観光ガイドの推進な

どである。その中でも収益の大きい事業が民泊と広域レンタサイクル事業であり、民泊

で年間約400万円、広域レンタサイクルで年間約300万円の収益があるとのことである。 

民泊を利用した修学旅行誘致とは、地域の農家や一軒家を活用して修学旅行生等を受

け入れる事業である。現在は204軒の登録があり、平成29年度は国内７校、海外10校の

1,592人の生徒を受け入れる予定とのことである。この事業は収益があるだけでなく、

交流人口が増え、地場産業の売り上げ向上にもつながるとのことである。 

広域レンタサイクルは、借りた自転車を観光協会の持つ観光案内所などのサイクルス

ーテーション５カ所で乗り捨てることができる。自転車（110台）は同観光公社が購入

し、各観光協会にレンタル業務を委託する形を取られており、収入は同観光公社と観光

協会で折半されているとのことであった。 

同観光公社では、こうした様々な事業を展開されているが、実施にあたっては、なる

べく地域外の企業への業務委託を避け、地域にお金を落とす仕組みを考えながら取り組

んでいるとのことであった。 

※評価指数のこと 

 

【主な質疑】 

・ＤＭＯとして地域経済への貢献度合について 

・今後の事業展開に向けた人材育成について  など 
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委員会活動のまとめ Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田委員長、前波副委員長、北岡副委員長におかれましては、この１年間本当にあり

がとうございました。また、理事者の皆さん方におかれましては、私自身も１期目の議

員でありましてまだまだ不十分なところばかりでありましたが、いろいろと親切丁寧に

御指導いただきましたことをまずもって感謝と御礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。 

当委員会では、商工労働観光部の所管及びそれに

関連する事項、また、農林水産部の所管及びそれに

関連する事項と多岐にわたりさまざまな分野で幅広

い勉強をさせていただく中で私自身は地元の地域課

題に密接したさまざまな勉強をさせていただく機会

だったと非常に喜んでいるところでございます。そ

ういった中で管内外調査、参考人招致の委員会、さ

らには出前議会の開催など活発な委員会でありまし

た。その中で私自身が印象的に思ったところを少し

お話をさせていただきたいと思います。 

今、日本の経済はアベノミクスの効果として株価も３倍近く上がっておりますし、上

場企業の収益も過去最高とも言われております。そういった中で失業率は２％台、有効

求人倍率も 1.4倍と言われております。総合的に見て非常に順調であると思います。 

そして、京都府は中小企業が非常に多い中で、今、京都府がそれぞれの場面で支援を

いただいているところですが、今回、管外調査で石川県と岐阜県に、地域の中小企業の

活性化に向けて海外輸出への取組支援についての勉強をさせていただいたところでご

ざいます。こういった支援については、それぞれの府県が大きく支えながら取り組んで

おられる状況を聞かせていただいて、それをこの京都府に当てはめたときにどうなのか

ということを思いながら、勉強をさせていただきました。 

それぞれの取組の中では、やはり課題も多いことも事実であろうというふうに思いま

すし、京都府の海外輸出に向けての支援について鋭意取り組んでいただいていると思い

ます。一方では、京都府として金融支援について、今日まで取り組んでいただいており

ますけれども、なお一層そういった取組にお力添えをいただけたらありがたいと感じま

した。 

また、私の地元も農業地帯でもあります。農業は、特に高齢化の中で跡継ぎの問題等

５月臨時会の委員会（平成30年５月15日開催）において、各委員から、１年間の「委

員会活動のまとめ」として、本委員会の所管事項に関する総括的な所感や、意見・要

望等の発言があった。 

以下、その内容を発言順に記載した。 

中村 正孝 委員 
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の大きな課題を抱えております。京都府の取組においても、農業に対するさまざまな支

援をしていただいているのは十分に私どもも承知はいたしておりますが、新規就農され

た方を継続的に支えるということがやはり一番大事ではなかろうかと思います。単発的

な支援では、新規就農された方が継続していくというのがなかなか難しい環境にあるの

ではないかと常々考えているところでございます。 

この委員会の所管については、観光分野もあります。来年度はラクビーのワールドカ

ップもありますし、またオリンピック・パラリンピック、そしてまた関西ワールドマス

ターズゲームズと多くの事業を抱えているだけに、京都府として観光分野への取組も進

めていただいております。そういったところを私自身も議員としてしっかり勉強させて

いただく中で、環境整備やおもてなしの心にしっかり取り組むことが大事であると感じ

たところでございます。 

何はともあれ、それぞれの分野においていい勉強をさせていただいたことに感謝を申

し上げ、そしてまたこの１年間それぞれの委員の皆様方ともこうして活動できましたこ

とを御礼を申し上げましてまとめとします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

池田委員長、前波副委員長、そして北岡副委員長、本当にお世話になりまして、あり

がとうございます。委員の皆様におかれましても、この常任委員会で幅広の議論をさせ

ていただいたことに感謝を申し上げたいと思っております。また、理事者の皆様方にも

大変丁寧な御答弁をいただきましたことに感謝を申し上げたいと思っております。 

まず、去年１年間は「お茶の京都」ということで宇治茶におけるいろんな課題の質問

をさせていただきました。天候に左右されて残念なことが多々ありましたが、地元の宇

治市だけではなく山城地域が一体となって取組が展開できたと思っておりまして、感謝

を申し上げたいと思っております。 

ただ、これから大きな展開をしていくものだと思っておりますので、さらなる御支援

をいただきたいと思っております。農業と観光が、商工に結び付くというこの新たな展

開がこの「お茶の京都」で見えたのではないかと思っております。 

宇治茶につきましては、これから海外への展開ということをしっかりと考えていかな

いといけないと思っております。この基準の問題は、何とか京都府のほうでいろいろと

研究をいただきまして、さらなる海外展開につなげていただきたいと思っております。

農業が６次産業として海外に進出をしていくということは非常に大きなことでござい

まして、まだまだこれから伸び代のある分野だと思っておりますので、ぜひともお力添

えと知恵を出し合ってよろしくお願いしたいと思っております。 

参考人の方に来ていただいてお話をお聞かせいただきました中では、障害者雇用の促

進に向けた取組ということで、知的障害の方や精神障害の方を雇用されている京都奉製

株式会社の疋田参考人さんの話に大変興味を持たせていただきました。障害のある方々

は就労に結びつくことが大変に困難でございます。またＡ型やＢ型を行き来してしまう、

そしてまた長続きをしないということで、一般就労された方もまたＡ型、Ｂ型のほうに

田中 美貴子 委員 
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戻って来られることが繰り返されるということでございました。 

しかしながら、この会社では、それぞれの行き来をしっかりサポートしていただいて

いるとのことでございましたので、会社のＣＳＲということも含めて、こういった会社

をさらに次から次へとまた下支えをしていただくような施策展開をお願いしたいと思

っております。 

管外調査で、飛騨市議会に寄せていただきました。

アニメを活用したインバウンド事業ということでご

ざいまして、説明をされる方が非常に熱心な方でござ

いまして、お話をお聞きしますと、飛騨市で育って、

飛騨市の職員として勤めさせていただいていますと

いうことでございました。こういったことを考えます

と、府の職員の方々が京都市以外のそれぞれの市町村

で、また、営業マンとしていろんな形で御努力をいた

だくような取組ということも、またお考えいただいた

らいいのではないかと思いました。 

次に出前議会です。地元の宇治市での開催でございましたけれども、地方卸売市場を

活用した農産物の販路拡大ということでさまざまな御意見を参加者からいただきまし

た。南部総合地方市場では、年間２回市民の方々に一般開放されております。これは非

常に大きな取組でございまして、いつもにぎわいを見せているところでございます。市

場本来の持つ機能というものをいろいろと考えていきますと、やっぱり安定供給が大き

な話ではなかったかと思っております。もちろん、道の駅等々でさまざまな農産物をお

売りいただいているということもあろうかとは思いますけれども、今もお話をさせてい

ただいたとおり、市場が持つ機能というものを考えましたときには、安定供給と販路拡

大ということがしっかりと担っていただけるということで、この市場の機能ということ

もこれからもしっかりと考えていかなければならないのではないかと思っております。 

最後に「海の京都」「森の京都」「お茶の京都」ということで、３つの京都が無事終わ

ることができました。これからまさにＤＭＯが地域に根付いてやっていくということで

ございますので農商工労働と観光も全てがこの３つの京都でつながっていくと思いま

す。先ほどもお話をさせていただいたとおり、まだまだ伸び代があると思っております

ので、ぜひともこれからも御支援を賜りたいと思っております。 

本当に幅広い勉強させていただいたことに感謝を申し上げ、私のまとめとさせていた

だきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

池田委員長、そして前波副委員長、北岡副委員長はじめ委員の皆さんには大変お世話

になりまして、ありがとうございました。また、理事者の皆様にもお世話になりました。

ありがとうございました。 

私からもまとめということで、特に印象に残りました項目について少し発言をさせて

園崎 弘道 委員 
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いただきたいと思います。 

少し重なるのですけれども、参考人を招致した委員会で「障害者雇用の促進に向けた

取組について」をテーマに疋田参考人のお話を伺いました。やっぱり法律の改正で障害

者の雇用率が引き上げられるという背景のある中で、長年、障害者雇用の推進をされて

いる企業様の具体的な生のお話を聞けて大変勉強になったと思っております。聴覚に障

害を持たれている方が逆にそれが強みになるということで、機械の音がしている中でも

能力を発揮することができるというようなお仕事をされる方の取組や、また知的や精神

的な障害をお持ちの方が疲れで、電車を乗り越してしまったというようなお話のところ

でかなり自信を喪失された人に対して、思っている以上にフォローがとても重要である

というようなことでした。やっぱり障害を持たれた

方々の特性に応じて企業側もしっかりと理解をして

いくということが必要になってくると思います。法律

の改正に伴い障害者の方々が働きやすい環境づくり

や職場の中での研修での理解促進の取組につきまし

ては、企業の雇用の担当者だけではなくて、企業の努

力も必要でしょうが、やっぱり行政としての果たして

いく役割が今後ますます必要になってくると勉強さ

せていただいたところでございます。 

それと、管内調査では、特に人の育成というような

ところを調査しました。今までは入学式や卒業式というところで何となくは見聞きはし

たのですが、特に海の民学舎や京都高等技術専門校の取組をより深く聞かせていただき

ました。労働人口が減って、環境が変わる中で求められる技術を京都府の教育機関の

方々がその時代に合わせながら、カリキュラムを再編し、京都府の人材の育成をきちん

とされておられました。特に学生さんの一人一人の強い思いでありますとかやる気みた

いなところも聞かせていただきながら、これからのその方々が社会に出るときのことを

イメージして、楽しみだと感じました。 

１年間ではありましたけれども、こういった学びを、また今後の私の議員活動の中で

も活用させていただきながら、しっかりと京都府の発展のために頑張りたいと思いまし

た。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

正副委員長、委員の皆様、また理事者の皆さんには、１年間にわたりまして本当にお

世話になりまして、ありがとうございました。 

１年間を振り返って幾つか述べさせていただきたいと思います。 

まずは労働問題、雇用問題についてですけれども、現在の雇用環境は改善していると

単純に片づけられないような事態にあると私は認識しております。特に建設業や介護福

祉分野では深刻な人手不足などがありまして、その背景には労働環境、雇用環境の改善

が急がれる課題であるということを改めて示していると思っています。今、大きな問題

馬場 紘平 委員 
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になっている過労死や過労自殺を生み出すような長時間過密労働をどう解消していく

のか、また抜本的な賃上げをどう図っていくのか、若者を中心にして深刻な事態にある

ブラックな働き方をどうやって根絶をしていくのか、このことが国はもちろんですけれ

ども本府にも大きく課せられていると思っていますし、急がれる課題になっていると改

めて思っています。そういった意味で言いますと、今、国の中で進められている働き方

改革は、私はまさに逆方向に進んでいくものではないかと思っていますし、府としても

現状をしっかりと見ていただいて上げるべき声は挙げていただきたいと思っています。 

今年の２月定例会に、３年目になりますけれども、ＬＤＡ－ＫＹＯＴＯの皆さんから

請願が出されまして、そこにもさまざまな実態に基づいて要望が書かれていました。中

に書かれていたように、この間、ブラックバイト対策

協議会をはじめとして、ようやく緒につき始めた実態

を把握していく動きを、さらに前に進めていってほし

いという要望もありましたし、より身近なところで相

談活動してほしいと、こうした声がありますので、こ

うした声にしっかりと応える取組をぜひとも前に進

めていただきたいと要望しておきたいと思います。 

同時に、この深刻な労働環境、雇用環境の背景にあ

るのは、労働者をいかに安く働かせるかという大きな

流れがあると思っていますし、このことは働き方改革

の今の議論を見ていても、私は明らかではないかと思っています。賃金規定を取り込ん

だ公契約条例の制定などが全国で進んでいますので、本府でも大いに学んでいただいて、

本府が真剣に賃金引き上げの先頭に立っていただくことを併せてお願いをしておきた

いと思います。 

次に農業問題ですけれども、「30年問題」ということが言われてきて、その年をつい

に迎えるということになりました。４月からは不十分ながら農業所得の底支えを果たし

てきた戸別所得補償の7,500円が廃止をされました。また、国民の食の安全を守る上で

も重要な役割を果たしてきたと私は思っていますが、種子法が企業のもうけ優先で廃止

をされてしまうということになっていまして、農業を取り巻く環境は大きく変化をして

きていると、厳しさを増しているというのが私の認識であります。現場でお話を伺いま

しても多くのところで不安と混乱の声が上がっているというのが私たちがつかんでい

る実態であります。大規模化やブランド化、グローバル化で「もうかる農業へしていこ

う」ということが言われるわけです。しかし、現場に行きますと、何とか集落営農組織

をつくって頑張ってやっていこう、地域の農業を守ろうとしても、どんどん担い手が減

っていく、高齢化が進んでいく、こうした中であと５年、10年したらどうなるか分から

ないという声が至るところで聞くような状況になっています。京都府のような中山間地

域、また小規模家族農業を主体としたような農業をどう守っていくのかということが真

剣に問わなければいけないと思っています。 

その大前提となるのは、一つは米価の引き上げを進めていくことではないかと思いま

す。本府ではブランド化や６次産業化ということが大きく取り上げられますけれども、

こうした中では一部のところは守れても、全体のところをしっかりと底上げをしていく
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という意味では、やはり私は不十分なところがあると思っています。かつて京都食管と

いう動きがありましたけれども、全体の底上げをしっかりと進めていく、このことを行

政としてしっかりとその役割を果たしていただく、このことを農業の分野については強

く求めておきたいと思います。 

最後に林業分野に関わる問題です。府域の約75％を森林が占めるという状況にありま

して環境、防災の面でも、また中山間地域の持続可能性をしっかりと追求していく、地

域の雇用や経済を考える上でも、林業の持っている意味というのは本府の中でも非常に

大きいと私は考えています。 

しかし、その森林林業を守る現場では非常に厳しい状況が続いていまして、木材の輸

入自由化移行の木材価格の低迷が大きな影を落としていますし、同時に予算がどんどん

減らされていくという状況の中で、森林組合の中でも厳しい声が上がっているという状

況が続いています。地元の山を最も知るこうした人たちの力が失われていくということ

は、先ほど言いましたように、環境、防災、こうしたものももちろんですし、持続可能

なまちづくり地域づくりを進めていく上でも大きな損失になっていくと思いますので、

今の本府が進めている森林、林業施策は、どうなっているんだという声が現場から上が

っているわけです。ＣＬＴなど一部に木材が集中して、小さなところに回らないではな

いかと、こうした声が少なからずあると、大きな怒りとなっていると私は認識していま

すので、こうした声にしっかりと応える京都府林業施策に転換をしていくということが

求められていると思っています。国の成長戦略の中でも、ＣＬＴや大断面の集成材は、

大きな柱として捉えられていますけれども、この本府の木材流通の流れを考えますと、

これを中心にしたやり方を進めていくと、木材流通が大きくねじ曲げられるという現場

の声があるわけですし、実際にそのことについてきちんとした補償がないということは、

今年度の議論の中でも一つ明らかになったと思っています。 

国の成長戦略に乗っかるだけの施策ではなくて、しっかりと本府の実態、実情を見つ

めたあり方、地域の皆さん、地域の林業家の皆さんと一緒に進めていただくことを強く

求めておきたいと思います。 

以上です。 

 

 

 

 

まず、委員長並びに両副委員長、そして委員の皆様、僕は１年間ではないですけれど

もお世話になりました。本当にありがとうございました。 

理事者の皆様におかれましても真摯に御答弁を賜りまして、懸命に尽くされたと存じ

上げますので、本当に感謝を申し上げたいと思います。 

私は、秋からこの委員会の所属になりましたので、この委員会で印象に残っているの

は、11月の管外調査です。石川県の能登半島の棚田風景と里海が世界農業遺産の登録を

受けての取組を調査しました。それで実際、どうだったのかというと、やっぱり観光と

結びつく形で登録以前と現在においては30倍近い方が観光に来られるということで、そ

ういう意味でも経済的にも、地域的にも活力が、恩恵がしっかり花ひらいてきたという

荒巻 隆三 委員 
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お話を聞きました。我々日本人は、農業文化で育っていますから当たり前の風景でも、

例えば、その中のインバウンドの方からしたら、この秋の収穫、黄金の稲穂を収穫する

姿というのが憧れの的であったり、美しさであったり、そういう農村文化というものに

大変な評価をいただいているのだなということで、改めて観光の政策の考え方の原点と

して、そういう発想を持たなければいけないなと、相手の立場に立ったものの考え方の

大切さというものも学びました。 

そういう中におきましては、先ほどありましたけれ

ども、「海の京都」「森の京都」「お茶の京都」とあり

ます。昨年は「お茶の京都」で、本当にそれぞれの地

域の豊かな資源を利用したそういう地域の活性化と

いうもののバージョンアップの姿が見えてきたわけ

ですが、「海の京都」の中で天橋立を世界遺産に登録

しようという動きがあり、今、気運が高まっています。

そういう観光の面のすばらしさは我々はわかってお

りますから、あと京都北部の地域文化というものに対

して、これは結びつけられるのかなということで、今、

農商工連携という形で６次産業化、10次産業とかに力を入れておられますが、やっぱり

そういう部局間を横断した、特に国際感覚に対応し得る、どう世界にアピールしていく

か、また日本に来られる方をキャッチしていくか、そういうところにターゲットを絞っ

た政策立案をより力強く進めていってほしいなということを思いました。 

出前議会では、地方卸売市場の現場を見ました。これだけ社会情勢が変わる中で、本

当に今、消費者の買い物の仕方が変わっています。特にどうやって消費者にものを届け

るかの形が変わっています。百貨店がなくなってきて、逆にネットの世界が増えている

し、そういうものを改革して生かしていくには流通が要だということを聞いていて、や

っぱり流通改革の点においても、まだまだ一歩遅いなと思っているので、そういうとこ

ろも取りこぼさないようなバックアップをしていただけたらと思います。もうプロの理

事者の方、いっぱいいらっしゃると思うんで、そういう支援もしてあげてほしいと思っ

ております。 

あと、農商工労働常任委員会に入れていただいたおかげで、東山区の陶工高等技術専

門校の修了式と入校式に委員長の名代ということで祝辞を述べさせていただく機会を

いただきました。学生の方に申したのは、今の伝統産業の厳しさの中で職業人として自

立していく、また就労していくことの大変さを本当に身にしみてわかっているだろうけ

れども、やっぱり何が伝統産業の魅力かとか、歴史に裏打ちされた京都の本物の強さと

いうのは、利益や損失、効率や無駄、そういう概念ではなくて、真摯に修行したり、訓

練したり、自分や作品と向き合うとかそういう時間を重ねていくことで熟成されていく

感性とか技術というものがやっぱり本物の京都の魅力としてある。それに憧れてみんな、

この伝統産業に造詣のある人たちはきちんと商品として買ってくれるし、また日本の生

活スタイルは変わっているけれども、伝統産業がなければ、今、大いに成長している日

本食の文化を彩ることも、またお茶の文化もなし得ないですよと、必要不可欠であると

いう気概を持ってほしいということを伝えました。そしてまた、総じて京都自体がまず
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伝統文化を本当に大事にしていってほしいということを生徒さんに申しました。京都自

体が今、観光に力を入れていますけれども、本当のあるべき姿というのは、観光のため

につくった町ではないということを自覚しなければいけませんよということで、そもそ

もがこの悠久の歴史の中で営んできた生活のスタイルとか守ってきた住まいや建造物、

また文化財、あとはおもてなしの心であったり、生き方の美学ですよね。そういうもの

があればこそ、多くの人がやってきて、行ってみたい町、世界一にも輝いたことがある

ということで、そこを見誤ってただ単に「京都」という冠をつけることはイカサマに近

いものなので、みんな、真面目にやっていれば、京都はきちんと値打ちを持てる、我々

の誇りあるふるさとであるということを伝えさせていただきました。その後、歩いてい

ましたら、式に出席していた人から「私もその思いでやっているので本当にいいことを

言ってくれてありがとうございます」ということを言っていただいたことはよかったの

で、そういう精神をお持ちの方が本当にこれからの伝統文化、また日本の魅力ある観光、

そういうものの担い手になっていただければなということを紹介させていただいて、ま

たお含みいただければ幸いでございます。 

あと、このグローバル化の中でいろいろ課題がありますが、京都の中小企業は、特に

人材不足の問題で苦労しています。細かく言う必要もなく御存じだと思いますが、とり

わけ強化をしていただきたいということです。 

そして最後に、本当にこの農商工労働常任委員会というのはあまりにも幅が広いなと

いうことで、広過ぎるだけにどこに切り口をきちんと入れていくかというところで、京

都府の本気度がやっぱり一番見えやすいところだと思うのです。そういう意味では独自

性も持てるし、本当に夢のある部局だと思いますので、ぜひともこれまで皆様が議論で

積み重ねてきたことをしっかり生かして、理事者の皆様、職員の皆様には、さらなる京

都の豊かな、そういう魅力ある資源を生かして、京都府の発展にお努めいただきますこ

とを心からお願いを申し上げまして、私の結びの言葉とします。ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

委員長並びに副委員長、本当に御苦労さまでした。また、理事者の皆さんには大変お

世話になりまして、ありがとうございました。 

私もこの間、振り返ってまとめということで幾つかの点を感じているのですが、特に

農林水産業、１次産業のところが大変厳しい状況ということであります。先ほどの馬場

委員のお話にもありましたけれども、農業関連８法、あるいは戸別所得補償、林業の衰

退、製材業そのものも無くなるということも含めて大変ですし、特に漁業の関係で言え

ば魚価の下落や、さらには世界的なマグロの規制というような関係での定置網でも影響

してくるというような問題や今年はイワシがとれて今、活況だというような状況があり

ましたが、漁獲の減少があります。しかし、全体を考えてもなかなか厳しい状況にある

というのが今の実態ではないかと思っています。 

この間、特に何度か取り上げさせてもらったのは、定置網の問題ではなかったかと思

原田  完 委員 
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っております。そもそも水産業というのがどういう位置づけなのかということが、なか

なか我々の日常のところでも感じていないし、市民の皆さん、府民の皆さんのところで

も感じていません。そのことが必要ではないかと思います。それは一つは貴重な食料の

供給という問題もありますし、また環境保全の問題も大きな役割を果たしていますし、

国土の防衛、警備の役割も、海上保安庁の船だけでは、とてもではないけれども足りな

い。漁船や漁業者の皆様の日常の暮らしの中で、日本のこの広い海、特に日本海側の警

備という大きな役割を果たしているということをもっと行政としても、議会としても発

信していく必要があるのではないかと思いますし、同時に日常の集落、過疎の問題を含

めて集落を守るというのも漁村の果たしている役割というのは大きなことがあるわけ

です。そこには地域経済の問題ですとか、雇用の問題ですとか、安心して暮らせるまち

づくり、集落づくりということ、高齢者の方も安心して暮らせるということを支える上

で漁業というのは大きな役割は果たしているのではないかと思います。 

しかし、それに見合うだけのしっかりとした支援や評価が行われているのかというこ

とが問われる状況になるというのが、今の現状、実態ではないかと思うわけです。だか

らこそ、多くの皆さんに実態をどう知らせていくかということが問われる課題として、

一つはあるのではないかと思います。 

同時に、私自身もこの間、幾つか取り上げさせていただいた問題の中で、この漁業の

関係で言いますと、例えば漂着ごみの問題があります。海岸に打ち上げられたら国土交

通省が処理をしてくれる、しかし海底に沈んでいるごみ、あるいは漂流しているごみ、

そして定置網等にひっかかって網に大きな被害を与えるごみの処理をどうするのかと

いう漁業者のお話を前年度に聞いて、国ともいろいろ協力しながら、調べたら水産庁の

ほうでそういう支援についてはあるということでした。しかも、ごみの焼却もこれまで

であれば定置網の会社が数百万円のお金を使っていたものが、国の助成も含めて利用が

できるということ等での、この前の台風のときでもそういう点では一定の役割を果たす

ことができたのではないかと思います。こういうことをどう広げていくのかという問題

がありますし、もう一つ、京都府の漁獲の半分を支えている定置網の関係で言えば、定

置網の助成がないというのは、大きな課題としてあるわけです。大型の定置網で言うと、

５億円、８億円とかかるというようなものが数万円の漁具と同じように３年の償却とい

う位置づけで本当にいいのか。消耗品だから補助が打てないという水産庁の位置づけの

あり方そのものもどう変えるのか、と同時に漁業者のところの経営の関係でも、実際に

は10年以上使えるものであり、この３年の償却年数というのをさらに５年、あるいは７

年と延ばすことによって、いわゆる償却資産として評価される網にすることで助成の対

象にもできる。漁船は今でもリースに対して２分の１の助成ということも含めて支援が

行われているわけで、それと同じように支援をすれば、定置網の漁業者の皆さんの経営

も安定するし、地域のより安定化にも大きな役割を果たすのではないかということも含

めて、この問題もしっかりと議論としてはさせていただいたと思います。結果としては、

そこまで全体が変わる、あるいは減価償却の年数を３年からさらに引き上げるというよ

うなこと等も、国は「地元から声がまだ上がっていませんので」と言われているけれど

も、これも改めさせる可能性が生まれてきたという点では、京都府からも、そして議会

からもその声をどう国に上げ、そして地元の漁業者の皆さんの経営支援ができるような
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内容に発展させていくのかということが問われるのが、今の一つの状況ではないかと思

っています。 

卸売市場法関係の改悪問題その他もありますけれども、このところまで触れていると、

いろいろと言わなければならない問題があります。 

あと、魚価の安定という問題でも、学校給食での

活用があります。確か今、京都府下で、伊根町です

とか幾つかのところでは活用されていますが、同じ

大きさの同じ種類をそろえるという点での大変な厳

しさはありますけれども、どういう形で行えば実現

できるのか、それが年に数回の魚料理ということで

あっては、これはもっと地元の魚をどう活用するの

かということでの関係でも、それは教育委員会等々

の関わりも含めて起きてくる問題だと思いますが、

そういう魚価の問題があります。 

それから、台風被害の関係では、定置網というのは、これまで助成の対応がとられな

かったけれども、今回の台風での定置網への被害の支援ということに対しては、漁業者

が大変喜んでいたということも担当課長からお伺いしました。やっぱりこれは漁業者の

皆さんの次への活力、頑張れる土台の提供ということも含めて行政の果たす役割に非常

に光が当たったんではないかなと、そういう形でも応援をすることによって、自分たち

の思いが行政とのかかわりも一致しながら、次への前進への力で起こせるということも

含めて、大きな役割としてあったという点での評価をしっかりしておくことが必要では

ないかと思います。 

あと農業の問題ですけれども、先ほどお話がありました戸別所得補償の廃止にかかわ

ってです。集落営農法人が300ぐらいあると思うのですが、それ以外にも農業公社等で

請け負ってもらえない山の中の耕作不利地と思われるような農地についても、地元で請

け負って田植え等をやられている、日本農業、いわゆる米づくりということを支えてき

ている方々は本当に厳しい状況だと思います。これまでにも決算状況で見ると、赤字ぎ

りぎり、あるいは社長の給料は１カ月3,000円というようなことも御紹介をしたことが

あると思いますが、こんな状況のもとで今後、機械の更新時期を迎える。ところが、今

の仕組みで言うと、残念ながら稲作から野菜等への転換を図れば、新しい機械の補助等

も用意はされるけれども、米作のままで10年経過したら機械の更新に対しては助成が現

段階ではないというのが実態ではないかなと思います。この関係では、本当に日本の農

業の米づくりのあり方そのものが問われる大きな課題となるわけで、この集落営農で頑

張っておられる方々で中山間地の耕作不利地のところでも一生懸命支えている方々に

対しての支援ということがどうしても必要になってきますし、その実情、実態をしっか

りと押さえることが必要です。たしかに、今年度から中間管理機構等で新たに圃場整備

を行って、そして集落営農等への支援ということで新たな内容としてはされていますけ

れども、こういう形での、これが本当に日本の農業を守る上で米づくりということもし

っかり位置づけた支え方をすること、野菜への転換については支援を行いますというこ

とだけではなく、米づくりが日本の農業の原風景を守り、自然環境を守ってきた農業の
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あり方との関係も含めて位置づけながら、それはヨーロッパのように、かなりの支援が

行われる仕組み等もあわせて行っていくことが必要ではないかと思います。 

こういう中で一つの改善の中でこの間も出された新年度予算として、ライスセンター

等の集落というか、集合したＪＡ等の老朽化した機械に対しても延命のための助成とい

うようなこと等では一定前進は図られましたけれども、まだまだそういう意味でも農業

者の経営支援ということでも必要ではないかと思います。 

長くなって恐縮ですが、あと最後に伝統産業の関係で生産の落ち込み、友禅や丹後で

言えば３％、数％の状況にまで落ち込んでいる中で、アパレルへの転換を追求しようと

いう新たな動きもあるわけで、ここに対する支援というのも大いに必要ではないかと思

います。丹後では、昨年の春にはエルメスの元副社長をはじめデザイナーの方々が素材

を見に来るということだとか、秋には京都府でデザイナー等を呼んで、そういう形での

新たな取組等が一定前進をしましたけれども、今の若手の人たちが新たな転換にという

ことで言うと、かなりの投資、そして長い期間の準備ということを含めての支援という

ことが求められますし、そういう点で丹後地域での丹後ちりめん、織物産業としての大

きな振興、京友禅でも京小紋というのがほとんどなくなってしまった、あと数人の職人

しか実際にはいないという問題、東京の江戸小紋でも同じような状況だということを聞

いていますし、染めの塗りそのものも、江戸小紋で言えば京都から取り寄せているとい

う状況にもなっている。 

しかし、能舞台や舞台衣装、そして私たちの日常生活での着物の暮らしということも

含めて語る上で、基本的には消費をどう拡大するかという問題があるわけです。そこに

は生活の余裕ということがなければ、なかなか着物に袖を通すということはできません

けれども、我々の所得水準を上げるということも含めて、この委員会の場でも大いに検

討しながら、しっかりとした支援制度を講じることが今だったらまだ間に合うという状

況にあるのではないかなと思います。しかし、これを過ぎてしまうと、まさにアーカイ

ブで写真で残っていますよ、記録が残っていますという話にならざるを得ないという状

況になってからでは手遅れになってしまうので、しっかりとした支援制度を講じるとい

うことが必要だと思います。以上でまとめの発言とさせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

池田委員長、はじめ前波、北岡副委員長、そして委員の皆様、また関係理事者の皆様、

本当に１年間、大変にありがとうございました。 

特に私が管外調査で印象に残っているのが、今、京都ではターゲットイヤーが「海・

森・お茶の京都」が終わりまして、今後、このＤＭＯでさまざまな取組を進めていくと

いうことの一つのお手本というか、地域と連携をされているＤＭＯとして観光地経営の

取組ということで、秩父市議会に視察をさせていただきました。そちらのＤＭＯには、

非常に熱心な方がおられて、国の地方創生の予算を使わずに独自にいろいろな秩父の観

光施策などの取組をされているというところでした。これも今後大いに参考になるので

小鍛治 義広 委員 
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はないかと感じました。 

あと数点、分野別でお話を少しさせていただければと思います。 

まず農業の分野ですが、現在見ていますと京都府の南部地域は、特に和束町や笠置町

でイベントも多く行われています。ここに今日も宇治茶がございますが、和束茶や京都

の野菜であるとか、少しずつ新しいいろんなものが認知されてきているかと思います。

これも出前議会の中で京都府の南部総合地方卸売市

場の整備の状況を見させていただきました。南部市場

は今後海外にいろいろ輸出していく１つの拠点にさ

れるということをお聞きしていますので、それも期待

ができるところであります。あと南部地域の高速道路

の整備も進んでまいりましたので、今後、京都府の農

産物を他の地域に出していくのも非常に盛んになっ

ていくんだろうと感じています。 

そういった中で、特に北部地域の農業というところ

に、もう少し今年度、光を当てていろんなことができ

ないかということを私は考えています。というのも、「海の京都」があったのですが、

その北部地域にもすごく農業があるのです。南部地域はやはりお茶とか農業というイメ

ージがだんだん定着してきているかと思うのですが、海にスポットが当たっているとこ

ろがあって、北部地域での農業というのをもう少し充実させるような施策が今後重要で

はないかと思います。それは後継者問題にもつながりますし、やはり今の時期に北部地

域で農業をやってみたいと、各市町村との連携も非常に大事だと思うんですが、そうい

ったところで後継者づくりというのも進めていっていただきたいと思います。 

あと、次に各大学校です。農業大学校や林業大学校、海の民学舎も非常に軌道に乗っ

ていて、卒業生も輩出されていますが、今後、やはりこの事業の中で、よりＩＣＴを使

った授業というのをしていただきたいと私は感じています。今後、ＡＩの導入とかがど

んどん進んでいく中で、現場の教員の方とお話しすると、そのＩＣＴを入れてより便利

になっていくのかというのが、なかなかイメージも湧きにくいということです。他府県

で農業にＩＣＴを導入されて、成功事例があれば、それは事業までは行かなくても、例

えば講師で呼んで来て、いろいろそういうことに触れていただけるようなことも今後の

取組としては大事ではないかと思います。 

あと、最後に観光分野です。観光分野では、各市町村均衡のある発展を目指すという

のは非常に難しいところではあるのですが、今、市町村とも連携をしながら観光客誘致

を進めていただいていると思います。 

しかし、私も議会で質問させていただきましたが、宿泊施設であるとか今後は農村民

泊というのも非常に大事な視点になってくるかと思うのです。あとは障害者の方々に対

する情報発信とか配慮とかというのも、非常にまだ脆弱ではないかと思っています。こ

れは国の動向も踏まえて積極的に取り組むということをお聞きしておりますので、そこ

もしっかりと進めていただければと思います。 

これで、私のまとめとさせていただきます。本当に１年間、どうもありがとうござい

ました。 
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正副委員長、委員の皆さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

また、理事者の皆さんにも１年間御指導いただきましてありがとうございました。 

まとめ３点だけ簡単に触れさせていただきたいと思います。 

１つは、京都経済の主役である中小業者への支援についてであります。もう言うまで

もなく、京都経済の主役は、中小企業ですが、この間、アベノミクスと言われる経済政

策によって非常に格差が広がっている。いろんな格差が広がっているかと思うのですけ

れども、そういう中で私は一貫して求めてきましたのは、京都府がどういう中小企業政

策をするのかということの基本点をしっかり検証し、さらに前に進めるのかということ

がすごく大事ではないですかということを言ってきたつもりです。その際に、やはり全

ての中小企業を対象にした底上げするのと循環を基本にした産業政策、全体として京都

府が産業政策を描くということが非常に大事ではないでしょうかということを求めて

きました。 

その点で議会でも大分やりとりになりましたけれども、応援条例の実績を見ると多く

ないですよという話も指摘させてもらっています。応援条例に基づいて全ての中小業者

に訪問してますよということを書いてあり、それでそういう答弁も繰り返されてきまし

たけれども、それも商工会、商工会議所の方がほとんど努力していただいて、職員さん

が減っている中で、会員企業を中心にやられているということもあって、やっぱり全て

を対象にするということの、個別の政策の充実はもちろんだけれども、産業政策が要る

のではないかということを考えています。商店街にしてもやっぱりそうで、商店街のや

りとりも結局、モデルをつくってやると、その努力はすごく大事なことの部分はあるか

と思うのですけれども、やはり産業政策として全て対象にしていくというようなことを

本当にどうしていくのかということは、真剣に具体化をしなければいけないのではない

かなと思っているところであります。その意味では、新しい知事にもなられましたので、

応援条例で全部大丈夫だというようなこれまでの知事のようなスタンスではなくて、新

しい知事のもとで中小企業の振興基本条例、これは全国にはもうあとわずかしかつくっ

ていないという報告もされておりますので、それをつくっていただいて、その内容につ

いても、地域金融機関の役割とか大企業の役割等、幾つか提案も我々はしてきましたの

で、それを本格的にやっていただいた上で個々の施策の展開と、この間、言ってきたこ

とで余り繰り返しませんけれども、商店リニューアルとか固定費の支援とか、そういう

ことも総合的にやっていくと。言ったら、全体が高齢化して中小企業者さんも厳しい中

で、この京都府が引き船をしていくというか、個々の施策だけではなくて、そういうこ

とが大事なのではないかと思います。そのためには、やはり京都府は、広いですので、

広域振興局のあり方もぜひ検証していただきたいと思っております。また、主役である

中小業者の皆さんが活躍が保証する場としての中小企業会館を廃止して、京都経済セン

ターをつくるに当たって、さまざまな問題が起こりましたし、ここは繰り返しませんけ

れども、そういう経過については、今後検証していただきたいと思っております。 

光永 敦彦 委員 
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２つ目は、観光政策です。これについても「海の京都」等、私は観光政策のあり方そ

のものに苦言を呈してきたと思います。京都の場合は京都流地域創生ビジョンの中で、

交流人口を増やすということがありましたので、交流

人口を増やそうとすれば、当然観光を頑張らないとい

けないということになっていくわけです。観光そのも

のが悪いわけではなくて、その地方創生に関わる交付

金を使うということで、それでいろんなストーリーも

つくりながらブランディングして取り組むというこ

とに、かなり注力をされたのではないかと思います。

それで前進した部分も当然あろうかと思うんです。し

かし、どうしても観光の交流人口を増やすとなると、

期限を区切った単発のイベントとならざるを得なく

て、それは地域に負担を強いるということで問題ではないかということも言いましたし、

決算審査でも明らかにしましたけれども、地元企業への発注は限定的だということにつ

いて、これは問題ではないかということも指摘しました。それが一通り終わってきて、

今後観光ＤＭＯなどによって自立的な取組が求められていく中で、本当にこういう方向

がいいのかということは少し振り返って検証しつつ、広域なＤＭＯに委ねて、そこで観

光を軸にということが本当にいいのかなということは、私は今でも懐疑的に思っている

ところです。やはり観光も含めた地域づくりと一貫した施策がどうしても必要だと思い

ますし、高齢化や人口減少対策ということも当然あるので、そういう観点から見れば、

「交流人口」だけということではなくて、新しい概念でもある「関係人口」を増やすと

いうことも必要ではないかなと思いますので、そういうやり方を見直していただきたい

と思っています。同時に観光振興を考えるとき、京都市内問題は避けて通るわけに行き

ませんけれども、京都市内の町壊しというのはかなり深刻な事態になっているかと思い

ます。先ほど他の委員からもありましたけれども、京都は何も観光を目的につくってき

た町では当然ありませんので、職住一体的で発展してきた町であることは言うまでもあ

りません。それを観光を軸にということをやることが結果として地元の産業を衰退させ

たり、地域に住み続けられない状況をつくっているのが現実に見えてきているわけで、

やはりこの方向が果たしていいのかということは京都市とも協議しながら見直してい

くことが必要ではないかと改めて感じているところです。 

３つ目は災害についてです。何よりも職員の皆さんが連続する災害の中で現場に行か

れて御苦労されたり、時間もない中、予算編成でも御奮闘されたことは本当に心から敬

意を表したいと思っているところです。皆さんの奮闘なくして復旧や復興というのはな

かったわけですから、そういう意味では京都府の公務員の役割というのは本当に重要だ

ということも近くで見させていただいて思っているところであります。 

しかしながら、雪害は昨年の冬でしたけれども、水害の被害もまだまだもとに戻って

いるわけではありませんし、時間もかかるかと思いますし、なおかつ水害などでは店舗

は住宅再建支援の対象にならないだとか、いろんな課題が浮き彫りになってきたと思い

ます。農業でも弾力的な運用がないと対応できない場合もあったと思いますし、それは

現場際ですごく努力していただいているのはわかるのですけれども、やはり制度のかさ
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上げはもちろんのこと、これだけ災害が頻発すると、やはり恒久的な制度を検討すると

いうことが、これは本来国がやらなければいけないのでしょうけれども、京都府単位で

も市町村とも協議しながら即応できるようなことが必要なのかなということは改めて

思っておりますので、これは今後の課題としてぜひ検討いただきたいと思います。 

林業も大変ですので、ぜひこのあたりも目配せしながら対応をお願いしたいと思いま

す。 

以上、３点ですけれども、最後にこの１年間の委員会を通じて私も、ほかの方からも

ありましたけれども、障害者雇用の促進での参考人に来ていただいたときに、本当に深

く印象に残って学ばされたことが非常に多かったと思います。やっぱりずっと伴走的に

寄り添って続けておられるということの大変さと御苦労、非常に学ばせていただいたと

思います。 

そう考えると、やはり京都府の施策、あるいは京都府のスタンスというのはどういう

ものが必要なのかということも、そこから少し見えてくる部分はあったと思いますので、

ぜひ単発的に目立つみたいなことにどうもなってきている傾向が、ここの部局とは言い

ませんけれども、あり得る部分もあり得るかと思いますので、本当に寄り添いながら真

摯に途切れないような支援が必要ということを私も心に命じて頑張っていきたいし、ぜ

ひ皆さんも御努力いただきたいと思います。そのためにも私は、やはり職員の増員がど

うしても必要だし、ゆとりを持った仕事をするということが、現場に行って現場のこと

を学び合う、あるいはその方々と寄り添って協議していくということは、今も頑張って

いただいていると思うのですけれども、さらに必要かと思いますので、職員の増員など

必要な配置はぜひ本格的にやっていただきたいと。今日、山下副知事もおいでですので、

ぜひ管理者としてゆとりを持った職場づくりなどに御努力いただきますように心より

お願いを申し上げまして、まとめの発言としたいと思います。 

 

 

 

 

池田委員長、また前波副委員長、北岡副委員長、本当にありがとうございました。委

員の皆様もお疲れさまでした。また理事者の皆様にも大変お世話になりまして、ありが

とうございました。久々の農商工労働常任委員会で、１年で本当に足らないぐらい、大

切な委員会ということを感じました。 

そういう中でも、その管外調査等々、非常に的確に選ばれたと思います。事務局の皆

さんの御苦労も正副委員長の皆様の御苦労もあったと思いますが、非常にタイムリーな

管外調査だったと思いますし、また管内調査も非常に充実したものだったと思っていま

す。 

こういう管内調査、管外調査、政策常任委員会、そしていろんな委員会調査も含めて、

もっと連携をしていければ、京都府内の課題解決に向けて、また問題提起に向けて本当

に実践的に役に立つということを思いました。大変忙しい委員会だと思いましたが、や

はり現場に出ていって、その場の空気、現場の人たちに物事を聞いていくということが

本当に大事だと痛感をいたしました。いろいろな施設や学校にも行かせていただきまし

巽  昭 委員 
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たけれども、それぞれに京都府のこれからの課題についての一生懸命な取組がされてい

るということを実感いたしました。 

この間、食味ランキングで中丹のキヌヒカリが特Ａを取るということも起こりました。

これは農業研究所をはじめ地道な努力の積み重ねでで

きたものだと思いますし、感謝を申し上げるところで

あります。 

それから、台風被害では、京都府漁連からも要望が

あり、そして私たちも頑張りましたけれども、この他

地域に例を見ない定置網に対する補償をされたという

ことがありました。こういう現状に沿って、また災害

の度合い、漁業の全体のことを考えて、新しい思い切

った取組をしていくということも本当に大切なことだ

と思いますし、そういう考え方で、それぞれの産業の

発展のために、英断をしていただきたいという思いもありました。 

「お茶の京都」のテイクオフイベントで「３つの京都」が飛び立ったわけです。これ

からは、観光ＤＭＯがそれぞれに活躍をしていただいて、それぞれの地域の問題、連携

の難しさがあると思いますけれども、それをしっかり検証していただいて自立ができる

組織になるように、京都府の観光の発展のためにお願いをしたいと思います。特に北部

については「海の京都」で取り組んでいただきましたけれども、モチベーションがなく

ならないようにぜひよろしくお願いしたいと思いますし、また行政だけがやるというの

ではなくて、民間活力をどう引き出していくのかというようなことで、ぜひ御努力をい

ただきたいと思っています。 

それから、たくさんあるんですけれども、昨今感じるのが、先ほどから人材不足とな

っていますけれども、それだけではなくて今もう人手不足が起きていると思います。特

に北部の場合はそういう状況が起きていて、産業を維持していく面で大変な問題が起き

ていると思っています。こういうことに関しては女性の進出やシルバー人材という組織

もあります。年配の方が労働力へしっかり参入していただくということも、これから必

要なのかなと思います。また、先ほどから出ています障害者の皆さんの労働力への参入

ということもしっかりと考えていただいて、京都府の発展のために、また産業の発展の

ために、これから取り組んでいかなければならないという課題がたくさんあると思いま

した。 

どちらにしてもこの委員会、大変に大きな幅を持った委員会ですので、これからも皆

さんも努力をされて、私たちもこの経験を生かして京都府の活力のために頑張ってまい

りたいと思います。これからも私も頑張ってまいります。どうも１年間、ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

まずは、池田委員長、前波副委員長に大変お世話になりまして、副委員長の１人とし

北岡 千はる 副委員長 
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てお２人にさまざまな御指導いただいたことを感謝申し上げたいと思います。そして、

委員の皆様方からは本当にこの委員会で、先ほどもいろんなお話、多岐にわたるという

ことがありましたが、それぞれの思われる大変貴重な御意見、そして御指南をいただい

たということにも感謝申し上げたいと思います。理事者の皆さん、そして事務局の皆さ

んにもありがとうございましたと、心から御礼申し上げたいと思います。 

もう皆様方から本当にたくさんの分野、そして課題等々の言及がございましたので、

私からはもう絞って最後のまとめとさせていただき

たいと思います。本当にこの委員会は、農林水産分

野、そして商工労働観光分野ということで、多岐に

わたっておりますけれども、多岐にわたっている両

部局が一堂に会してそれぞれの担当の方々がこの委

員会にいらっしゃるということにつきましては、１

つの政策が大変深みも持ちますし、その連携によっ

て府民の皆様方への行政サービスというものが大変

充実するということを改めて再確認をさせていただ

いたということを、まず申し上げておきたいと思い

ます。 

そして、この委員会では管内外調査で、さまざまなところに出向きました。府内、府

外ともに各地域のそれぞれの分野の課題解決、その状況と同時に、その地域ならではの

魅力というものを再発見する中で、その強みをどうやって生かしていくかということも

大きな学びとなりました。京都府外に視察に行きまして、より多くの学びもさせていた

だきましたが、同時にやっぱり京都はいいなということを思いました。視察にいって参

考になることもたくさんございましたし、それを取り入れていただくように要望もいた

しましたが、反対に京都が持つ「京都力」というものがすばらしいということを改めて

認識もいたしました。この京都の持てる力に安穏とするのではなく、それをいかに後世

に残していくか、そして生き生きとしたものになるかということに対して尽力をしてい

かなければならないということで、自身の活動についても省みたところでございます。 

それで、重要課題の調査のための政策常任委員会や出前議会で、やっぱり現場の人の

お話を聞くということは、今さらながらですが、本当に心にも響きますし、また実態と

思っていたこと、感じてきたことの同一な部分、そしてまた異なる部分、そのギャップ

をどうしていかなければならないかということの気づき、これに対しては大変いい取組

だったと思っています。 

先ほど委員の皆様からもありましたけれども、障害者の雇用促進ということで、障害 

者雇用企業サポートセンターの役割が大変大きいなと思います。ここに相談をされた方

も複数お聞きしておりますが、大変親切丁寧にしていただいたことも感謝ということも

ありますし、そこで教えていただいたことを一つずつ、一気には無理だけれども、企業

のほうが努力をしながら取り入れていくというようなきっかけにもなったということ

も耳にしておりますので、お伝えをさせていただきたいと思います。障害者雇用という

か、切れ目ないシームレスな就労定着支援ということで、引き続き御努力をいただきた

いと思います。 
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そして、御礼も申し上げなくてはなりません。この委員会でも何度か申し上げたと思

いますが、昨年の台風等の自然災害の復旧支援につきまして、私の地元は京都市左京区

ですけれども、京都市内、左京区、それから北区、右京区の北部のほうの山間部という

ところにつきましては、今までない停電等、農家の被害も大変大きかったです。京都市

さんが持っていらっしゃる支援メニューだけでは、とてもではないけれども農家の支援

につきましては足らないということで、京都府の持っている支援、ノウハウをいかんな

く京都市に丁寧にお知らせいただいて、そして短期間に農家の方々がこのメニューを使

えるように皆さんに御尽力いただいたということで、改めて御礼も申し上げたいと思い

ます。これまでの大変な経験が、本当だったらしたくない経験でございますが、こうい

う台風、自然災害の復旧・復興について、皆様方が積み上げてこられたノウハウ、経験

というもの、そして寄り添い型の支援というものが今回、こうやって生きたということ

で、私は目の当たりにして改めて確認もいたしましたし、御礼を申し上げたいと思いま

す。 

そして、皆さんと重複しないところで申し上げておきたいのが鳥獣被害対策です。と

もすれば、中丹、北部、南部ということがあると思いますが、京都市内も大変な鳥獣被

害があるということで高齢化の進むところは、とりわけ山間部の地域の皆様方にとって

は大変な頭を悩ますところでございます。岐阜県のふるさとけものネットワークのけも

の塾や群馬県鳥獣被害対策支援センターの視察に行かせていただきましたけれども、い

ずれにいたしましても地域に根ざした鳥獣被害対策ということで、その支援組織、それ

から専門家の育成というものも必要だと思いました。この分野での人材育成というもの

が大変必要だということを毎日のように地域の皆様からもお声をいただいております

ので、ぜひぜひ引き続き、よりその支援策につきましては充実を図っていただくように

お願いしておきたいと思います。 

そして、先日、舞鶴国際ふ頭機能強化事業の完成式典が行われました。池田委員長も

御尽力されております舞鶴国際ふ頭は、これから大変楽しみだという思いもさせていた

だきましたし、やっとここまで来たかということを思いました。国際ふ頭としてクルー

ズ船のこともいろいろ教えていただきながら、本当に美しくてすばらしい港ということ

を、自然の防波堤ということで大変静かな海だということも教えていただきました。こ

れから府北部のほうは、大変楽しみだなと思います。食いしん坊の私としましては、先

日、トリガイの、まだお目にはかかっておりませんけれども、お話も伺いましたし、楽

しみで魅力あるけれども、そこには課題があるよということも教えていただきました。

冒頭に申し上げましたように、京都には本当に北から南、京都市内も含めてですが、さ

まざまな魅力がまだまだあって、それを生かしていくと、後世に伝えていくという思い

を１年間を通じて新たに決意したところでございますし、今後とも御指導賜りたいと思

います。 

結びに１点だけ教えていただいて、まとめとさせていただきたいと思います。先ほど

障害者雇用の話もしましたけれども、やっぱり京都府の雇用支援と言いましたら、何と

言ってもジョブパークです。ジョブカフェから始まったのでしたか。この間、何かあり

ましたらジョブパークで、窓口でということで随分とジョブパークの役割がふえてきて

おります。ジョブカフェから見てこられました山下副知事におかれましては、このジョ
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ブパークのそれぞれの取組はすばらしいものなのですけれども、これまでの現状を点検

して、そして将来を見据えて、今後どうしていくのかということを考えていくべき時期

と私は考えているのですけれども、もし何かお考えがありましたら最後にお聞かせいた

だきたいと思います。 

 

○山下副知事（商工労働観光部長事務取扱） 

ジョブカフェから始まりしたジョブパークでございますけれども、全く状況が変

わったと思います。リーマンショックがあって、高校を卒業される方も大学を卒業

される方も本当に就職難で、何とかしなければいけないという状況でした。一方で、

景気は悪いと、そういう中でオール京都体制で立ち上げさせていただいて、成果を

積み上げてきたというのが現状だと思います。 

今、逆に有効求人倍率が1.5を超え、正規の方の有効求人倍率も１を超えるという

現状です。まさしく先ほどから各委員さんから御指摘が出た人手不足の状況になっ

たということでございますので、これからは非常に大きな課題としては京都の地場

の企業さんにどれだけ人が入っていただくかというところに、かなりウエートをか

けた事業展開をしなければいけないのではないかと思います。 

もう１点は、先ほど障害者の雇用が出ていましたけれども、やはり社会参加がな

かなか難しい方々をいかに働いていただく、あるいは働く場でなくても自己実現を

していただくような環境に立っていただくというようなことが２つ目の柱です。こ

れは行政としてのベーシックな事業として今後も続けていかないといけないと思い

ます。 

３つ目は、少し出ておりました。私も66歳でもう高齢者で、まだ仕事もさせてい

だいておりますけれども、女性あるいは元気な高齢者はたくさんいらっしゃいます。

そういう方々や女性の方々の御意見をいただいていると、子育ての期間からの社会

復帰の部分、あるいは短時間でもきちんと働けるような環境をつくってほしいとい

うことであります。そういう制度はできているのですけれども、それをうまくつな

いでいくような仕組みが点検をしておりますが、まだ十分ではないと、課題も多い

と思っておりますので、人手不足と社会参加の時代のジョブパークのあり方をこれ

から模索していく必要があると思っております。以上でございます。 

 

ありがとうございました。大変勉強になりました。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

以上でまとめとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

各委員の皆さん、そしてまた理事者の皆さんも本当に熱心に取り組んでいただいて、

この１年間、充実した委員会ができたことに対しまして、まずもって御礼を申し上げた

いと思っております。 

前波 健史 副委員長 
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府議会においてもこの常任委員会を含んで５つの常任委員会があるわけでございま

すが、この農商工労働常任委員会は非常に幅広い常任委員会だと私は思っています。あ

まりにも幅が広いから、いわゆる課題も多いのですね。課題も多いけれども、やりがい

があるんです。私はこのように思っています。 

しかしながらも、この常任委員会の中には農業関係、林業関係、家畜関係、そしてま

たこういった多くの課題がある。また、商工部におき

ましても、この経営の支援のやり方等の課題もたくさ

んある。また、労働や観光においても幅が広いから、

各分野の理事者に来ていただいているということで、

先ほど申し上げましたように、非常に幅の広い委員会

だと私は思うのです。 

ただ、パーフェクトにはなかなかできないんですね。

いわゆる農業問題にしても、水産業にしても自然と相

手に戦うときがあって、こういう立派なプランニング

をしたけれども、自然でやられたり、また環境その他

のものでやられたりということで、計画どおりにならないわけですね。こういった中に

おいて、私たち委員は、京都府民のためにしっかりと議論していかなければならないと

思っております。 

こういった中で先般、龍安寺と島根県の足立美術館の庭の特集が、テレビでやってお

りました。日本で一番多く庭を見に来られるのが足立美術館らしいです。そして、庭師

が７人ぐらいのグループで、このグループで絶えず庭を双眼鏡でチェックしているとい

うことです。ミミズが１匹出ておってもこのミミズを除外する。足立美術館は、庭だけ

でなしに背景、どこかにビルが例えば建ったり、鉄柱が建ってはいかんということで、

後ろの山まで全部買ったらしいです。これでパーフェクトというのはないらしいです。

皆さんは、御存じだと思うんですが、龍安寺の庭は、枯山水でいわゆる砂をまいてあっ

て、ここに石があって苔を生やすんですね。龍安寺の庭は15個の石が並んでいます。こ

の15個の石は、角度を変えて、石を数えても14個しか見えないということです。ここで

足立美術館のよさと龍安寺の庭が非常に注目を皆に浴びるんだけれども、龍安寺の庭は

足立美術館のようにそんなにお金をかけていないのだけれども、いわゆるこういったパ

ーフェクトではない、15個の石が見ることができないということで世界中からお客さん

が来るということを言っておりました。なるほどなと思いました。 

しかし、このように幅の広い常任委員会で各委員からまとめの話をしっかりとやって

いただきました。どうかこれを一つの参考と言ったらおかしいですけれども、しっかり

とわかっていただいて、今後の京都府民のためによろしくお願い申し上げてまとめとし

たいと思います。 

 

 

 

 

昨年５月に、農商工労働常任委員会委員長に御選任いただいて以来、本日まで前波、

池田 正義 委員長 
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北岡両副委員長をはじめ、委員の皆様方には委員会運営に格段の御協力をいただき、委

員会審査はもとより管内外調査、そして出前議会や閉会中の常任委員会等活発な委員会

活動が展開できましたことに、改めて心から御礼を申し上げる次第でございます。 

 また、理事者の皆様方におかれましても、この間、各般行政におきまして、大変御尽

力をいただき、ありがとうございました。おかげさまをもちまして、大過なく委員長の

責務を果たせましたことを、この場をおかりして委員並びに理事者の皆様に厚く御礼を

申し上げる次第であります。 

 さて、この１年間を振り返ってみますと、昨年の

秋には、台風18号及び台風21号と連続して台風が京

都府域に接近し、府内の商工観光業や農林水産業等

にも大きな被害を及ぼしました。 

 京都府におかれては２回にわたって補正予算を

編成し、中小企業や農業者等が被災した生産設備や

農機具などの更新・修繕等の支援をしていただき、

商店街のにぎわい回復のための取組を市町村と連

携して実施していただきました。 

 また、12月の補正予算におきましては、壊滅的な

被害を受けた漁業経営体の定置網の復旧に対する

補助制度を創設していただいたことは、大変感謝を

申し上げる次第でございます。 

 理事者の皆様方には、この間の御苦労に感謝を申

し上げ、引き続き御支援をよろしくお願いをいたします。 

 災害もございましたが、平成29年度は「お茶の京都」のターゲットイヤーとしてさま

ざまな取組が実施された年でもあり、今年の１月には、茶業研究所がリニューアルオー

プンをいたしました。今後、この研究所を中心に宇治茶産業のイノベーション創出や新

たな宇治茶の価値・魅力の発信が活発にされることを期待するものであります。 

 また、舞鶴港の機能強化に取り組んでいただき、去る５月12日には、京都舞鶴港舞鶴

国際ふ頭機能強化事業完成記念式典が開催されました。平成29年度も積極的にポートセ

ールスに取り組んでいただいた結果、京都舞鶴港の平成29年取扱貨物量は、過去最高の

13,402ＴＥＵを記録したと伺っております。 

 先般、私も韓国の釜山港を訪問し、釜山港を拠点とした新北方シルクロードを構築す

る北方都市経済協議会のお話を聞いてまいりました。釜山市では、長春市（ハルビン）

や琿春（コンシュン）の貨物をザルビノ港やウラジオストック港を活用して輸出すれば、

従来の大連港から出荷するよりも物流コストを40％程度削減できるということでござ

いました。この構想に京都府も、また舞鶴市も参加意思を表明しているということでご

ざいます。今年はウラジオストック港で開催をされると聞いておりますし、こういった

ことに積極的に参加をしていただいて、今後とも国際海上コンテナ航路の拡充、国際フ

ェリー航路の利用促進、外航クルーズ船の誘致及びクルーズ船寄港時におけるターミナ

ル機能の向上に向けたソフト・ハードの一体となった事業の推進をお願いいたしたいと

思います。 
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 商工観光業、農林水産業は、京都府の活力の源であると思っております。今後とも京

都の豊かな資源を生かした施策を実施いただき、地域経済の活性化につながるよう大い

に期待しているところでございます。 

 理事者の皆様におかれましては、深刻化する人手不足など大変な状況のもとではあり

ますが、今後とも、府民の方々の要望や期待に的確に応えるべく、より一層の御尽力を

賜りますようお願い申し上げる次第であります。 

 また、本委員会において、委員各位から指摘・要望のありました事項につきましては、

積極的に御検討をいただきますようお願いします。 

 最後になりましたが、委員並びに理事者の皆様方の御健勝とさらなる御活躍を祈念申

し上げまして、私のまとめとさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

○山下副知事（商工労働観光部長事務取扱） 

理事者を代表いたしまして御礼の挨拶をさせていただきます。 

 池田委員長、前波副委員長、北岡副委員長、各委員の皆さん、本当にお世話になり

ました。ありがとうございました。常任委員会での質疑、現地調査、他府県調査を通

しまして、委員の皆様から御指導いただいたり、御提案をいただきましたことがたく

さんございまして、そのおかげをもちまして農林水産行政も商工労働観光行政も１つ

１つ着実に成果を上げることができたと厚く御礼を申し上げます。 

 今日、委員の皆様方の御感想をお聞きして、本当にたくさん課題があるということ

を改めて認識をいたしました。筆頭は人材ですけれども、そのことについては先ほど

述べさせていただきました。また海外展開、それからＩＣＴの活用、地域コミュニテ

ィをどうしていくんだというようなことも多く課題がございます。例えば、地域コミ

ュニティ一つをとっても、地場産業と地域コミュニティ、商店街と地域コミュニティ、

農山村地域と地域コミュニティ、それぞれやっぱり特色があるわけで、そういった特

色を踏まえながら皆さんの知恵と力を合わせて、どのようにコミュニティを維持して

いくんだというようなことを考えないといけないなということを改めて思った次第で

ございます。 

 これからも京都府の行政は続くわけでございます。もう１度、我々が何のために行

政をしているのか、中小の企業の方々にとって、あるいは働いておられる方々にとっ

て農林水産業に従事しておられる方々にとって、観光に従事しておられる方々にとっ

て、あるいは障害を持っておられる方、女性、高齢者、そうした方々にとって農林水

産行政、商工労働観光行政がどのようなお役に立つのかということを、文化まで含め

てきちんと押さえながら施策を展開していきたいと改めて思っております。 

 結びに当たりまして、各委員の皆様の御健康と御多幸を心からお祈りし、委員会は

今回で終わるわけでございますけれども、府会議員でいらっしゃることは全く変わり

ございませんので、あらゆる角度から現地現場の声を、特に同じ現場を見ても見る角

度が違うと違う意見が出てきます。違う気づきがありますので、そういうことも含め

て御提言、御注意、御指導を賜ることを心からお願いを申し上げまして、御礼の挨拶

とさせていただきます。この１年間、本日、本当にありがとうございました。 
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農商工労働常任委員会 管内外調査等実施状況

１ 管内調査

年度 実 施 日 調査先及び調査事項

26. 6. 7

△

ＴＡＮＴＡＮロングライド開会式（行催事等委員会調
査）

２６ 26. 7.15

△

京都府酒造組合連合会
～ ・ 京のブランド産品「祝」を使ったお酒の販売の取組

26. 7.16 について△

京都府農林センター
・ 京の酒米「祝」、新品種「京の輝き」の研究・生産状
況について

・ 施設視察（試験ほ場）△

丹後農業実践型学舎〔於：丹後農業研究所〕
・ 京丹後での大規模農業担い手育成の取組について
・ 現地視察（研修者滞在施設、研修ほ場）△

あやべグンゼスクエア
・ 「海の京都」観光振興の取組について
・ 施設視察

26. 8. 2

△

「京の七夕」オープニングイベント及び「鴨川納涼」
オープニングイベント（行催事等委員会調査）

26. 8. 3

△

平成26年度ふるさと海づくり大会（行催事等委員会調
査）

26. 8.26
△

西方寺地域
・ 農業被害の状況について△

福知山市街地
・ 商業被害の状況について△

笹場地域
・ 農業被害の状況について

26.11. 8

△

京都ものづくりフェア2014表彰式典（行催事等委員会
調査）

26.11.29

△

京都府農林水産フェスティバル表彰式典（行催事等委
員会調査）

27. 2. 7

△

第12回障害者技能競技大会（アビリンピック）京都大
会（行催事等委員会調査）

27. 3.16

△

丹後農業実践型学舎卒業式（行催事等委員会調査）

27. 4. 6

△

平成27年度府立林業大学校入学式（行催事等委員会調
査）

27. 4. 8

△

平成27年度府立農業大学校入学式（行催事等委員会調
査）

27. 4.19

△

漁業巡視艇「らくよう」竣工式（行催事等委員会調査）△

丹後王国「食のみやこ」オープニング式典（行催事等
委員会調査）△

丹後農業実践型学舎・海の民学舎合同入学式（行催事
等委員会調査）
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年度 実 施 日 調査先及び調査事項

27. 6. 6

△

ＴＡＮＴＡＮロングライド開会式（行催事等委員会調
査）

２７ 27. 7.21

△

深草稲荷保勝会〔於：伏見稲荷大社〕
～ ・ 外国人観光客の動向及び消費を促す取組について

27. 7.22 ・ 現地視察（伏見稲荷参道商店街）△

和束町役場〔於：ふれあい工房てらす和豆香〕
・ 茶畑の景観及びお茶の生産・販売を活かした観光振興の
取組について

・ 現地視察（茶畑（石寺地区等））△

けいはんなオープンイノベーションセンター［於：けいはんな
プラザ］
・ イノベーション創出拠点づくり、国家戦略特区について
・ 施設視察△

丹後王国 食のみやこ
・ 丹後の食を活かした観光誘客、10次産業化の取組について
・ 現地視察△

中丹広域振興局［於：舞鶴21］
・ 野生鳥獣を活用した地域振興の取組について

27. 8. 1

△

鴨川納涼2015オープニングイベント（行催事等委員会
調査）

27. 8. 1

△

京の七夕オープニングイベント（行催事等委員会調査）

27. 8. 2
△

平成27年度ふるさと海づくり大会（行催事等委員会調
査）

27. 9. 2

△

京都障害者ワークフェア（行催事等委員会調査）

27. 9. 4

△

京都創造者大賞2015授賞式・記念講演（行催事等委員
会調査）

27.11. 7

△

京都ものづくりフェア2015表彰式典（行催事等委員会
調査）

27.11.27

△

出前議会〔於：京都府中丹広域振興局 舞鶴総合庁舎〕
・ 「京都北部地域の創生」

27.11.28

△

京都府農林水産フェスティバル表彰式典（行催事等委
員会調査）

28. 1.30

△

第13回障害者技能競技大会（アビリンピック）京都大会（行
催事等委員会調査）

28. 2. 5

△

第４回森林・林業・木材産業京都会議（行催事等委員
会調査）

28. 3.26

△

古都コレクション2016 in 天龍寺（行催事等委員会調
査）

28. 4. 7

△

平成28年度府立農業大学校入学式（行催事等委員会調
査）

28. 4.11

△

平成28年度府立林業大学校入学式（行催事等委員会調
査）
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年度 実 施 日 調査先及び調査事項

28. 6. 1

△

京都スマートシティエキスポ2016オープニングセレモニー
（行催事等委員会調査）

２８ 28. 6. 4

△

ＴＡＮＴＡＮロングライド開会式（行催事等委員会調
査）

28. 7.21

△

京都府立林業大学校
・ 林業の担い手育成について
・ 施設視察△

京都新光悦村〔於：園部総合庁舎〕
・ 京都新光悦村職人工房について
・ 現地視察（京都新光悦村）△

京北プレカット株式会社
・ 府内産木材の生産振興について
・ 施設視察

28. 8. 6

△

鴨川納涼2016オープニングイベント（行催事等委員会
調査）

△

京の七夕オープニングイベント（行催事等委員会調査）

28. 8. 7

△

平成28年度ふるさと海づくり大会（行催事等委員会調
査）

28. 9. 8

△

京都障害者ワークフェア（行催事等委員会調査）

28.11. 2
△

APECTEL54(第54回電気通信･情報作業部会)レセプション
（行催事等委員会調査）

28.11.12

△

京都ものづくりフェア2016表彰式典（行催事等委員会
調査）

△

第69回関西茶業振興大会式典（行催事等委員会調査）

28.11.26

△

京都府農林水産フェスティバル表彰式典（行催事等委
員会調査）

28.12.23

△

京野菜フェスティバル2016オープニングセレモニー（行
催事等委員会調査）

29. 1.20

△

出前議会〔於：福知山市企業交流プラザ〕
・ 「地域の特性を活かした産業の立地・集積を考える」

29. 2.11

△

第14回障害者技能競技大会（アビリンピック）京都大会（行
催事等委員会調査）

29. 2.19

△

宇治茶世界文化遺産登録推進シンポジウム～アジアから
見る「宇治茶の文化的景観」～（行催事等委員会調査）

29. 3. 1

△

京都ビジネス交流フェア2017オープニングセレモニー
（行催事等委員会調査）

29. 3. 3

△

「京都・東山花灯路-2017」オープニングイベント（行
催事等委員会調査）
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年度 実 施 日 調査先及び調査事項

29. 3.13

△

平成28年度京都府立陶工高等技術専門校修了式（行催
事等委員会調査）

29. 3.14

△

平成28年度京都府立京都障害者高等技術専門校、京都府
立城陽障害者高等技術専門校合同修了式（行催事等委員
会調査）

△

平成28年度京都府立農業大学校卒業式（行催事等委員
会調査）

29. 3.17

△

平成28年度京都府立京都高等技術専門校修了式（行催
事等委員会調査）

△

平成28年度京都府立福知山高等技術専門校修了式（行
催事等委員会調査）

29. 3.27

△

平成28年度丹後農業実践型学舎卒舎式（行催事等委員
会調査）

△

海の民学舎第１期生修了式（行催事等委員会調査）

29. 4. 3

△

京都府港湾局開所式（行催事等委員会調査）

29. 4. 5

△

平成29年度京都府立陶工高等技術専門校入校式（行催
事等委員会調査）

29. 4. 7
△

平成29年度京都府立京都障害者高等技術専門校、京都府
立城陽障害者高等技術専門校合同入校式（行催事等委員
会調査）

△

平成29年度京都府立農業大学校入学式（行催事等委員
会調査）

29. 4.10

△

平成29年度京都府立林業大学校入学式（行催事等委員
会調査）

29. 4.11

△

平成29年度京都府立福知山高等技術専門校入校式（行
催事等委員会調査）

29. 4.14

△

平成29年度京都府立京都高等技術専門校入校式（行催
事等委員会調査）

29. 4.16

△

平成29年度丹後農業実践型学舎・海の民学舎合同入舎式
（行催事等委員会調査）

29. 5.26

△

「きょうと農福連携センター」設立記念式典（行催事等委員
会調査）

２９ 29. 6. 3

△

ＴＡＮＴＡＮロングライド開会式（行催事等委員会調
査）

29. 8. 5

△

鴨川納涼2017オープニングイベント（行催事等委員会
調査）

△

京の七夕オープニングイベント（行催事等委員会調査）
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年度 実 施 日 調査先及び調査事項

29. 8.24

△

京都府立京都高等技術専門校
～ ・ 京都府立京都高等技術専門校における訓練科目の再編

29. 8.25 について
２９ ・ 施設視察△

京都府農林水産技術センター
・ 試験研究開発を通じた農林水産業の振興について
・ 施設視察△

京丹波町
・ 京丹波町におけるロケ誘致と「ロケ弁」作りを通した地域づ
くりの取組について

・ 現地視察（キッチンほたる）△

商工労働観光部・建設交通部港湾局[於：第２ふ頭旅客ター
ミナル]

・ 京都舞鶴港におけるクルーズ客船誘致の取組について
・ 船上視察△

海の民学舎［於：京都府水産事務所］
・ 海の民学舎における人材育成の取組について
・ 施設視察

29. 9. 5

△

平成29年度京都障害者ワークフェア（行催事等委員会調
査）

29. 9.10

△

平成29年度ふるさと海づくり大会（行催事等委員会調
査）

29. 9.15
△

KYOTO ＣＭＥＸ 2017 レセプション（行催事等委員会調
査）

29.10. 1

△

森林の恵み感謝祭（行催事等委員会調査）

29.11.11

△

京都ものづくりフェア2017表彰式典（行催事等委員会
調査）

29.11.12

△

宇治茶世界文化遺産シンポジウム（行催事等委員会調査）

29.11.18

△

京野菜フェスティバル2017（行催事等委員会調査）

29.11.25

△

京都府農林水産フェスティバル表彰式典（行催事等委員
会調査）

29.12. 8

△

「京都・嵐山花灯路－2017」オープニングイベント（行催事
等委員会調査）

29.12.17

△

京都市中央卸売市場第一市場開設90周年記念事業記念
式典・祝賀会（行催事等委員会調査）

29.12.21

△

語り合い仲間をつくる京都若手農業者大交流会2017（行催
事等委員会調査）

30. 1.22

△

出前議会〔於：京都府南部総合地方卸売市場〕
・ 「地方卸売市場を活用した農産物の販路拡大について」

30. 2. 3

△

第15回障害者技能競技大会（アビリンピック）京都大会（行
催事等委員会調査）

30. 2.15

△

京都ビジネス交流フェア2018オープニングセレモニー
（行催事等委員会調査）
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年度 実 施 日 調査先及び調査事項

30. 3. 8

△

平成29年度京都府立林業大学校卒業証書授与式（行催
事等委員会調査）

30. 3. 9

△

「京都・東山花灯路-2018」オープニングイベント（行
催事等委員会調査）

30. 3.11

△

カンキレきものコンテスト (行催事等委員会調査)

30. 3.13

△

平成29年度京都府立農業大学校卒業式（行催事等委員
会調査）

30. 3.15

△

海の民学舎第２期生修了式（行催事等委員会調査）

△

丹後農業実践型学舎第４期生修了式（行催事等委員会調
査）

30. 3.16

△

平成29年度京都府立京都高等技術専門校修了式（行催
事等委員会調査）

△

平成29年度京都府立福知山高等技術専門校修了式（行
催事等委員会調査）

30. 3.17

△

STIHLの森（府民の森ひよし）リニューアル式（行催事等委
員会調査）

30. 4. 5
△

平成30年度京都府立陶工高等技術専門校入校式（行催
事等委員会調査）

30. 4. 9

△

理化学研究所けいはんな地区ｉＰＳ細胞創薬基盤開発連携
拠点開所式典（行催事等委員会調査）

△

平成30年度京都府立林業大学校入学式（行催事等委員
会調査）

30. 4.10

△

平成30年度京都府立福知山高等技術専門校入校式（行
催事等委員会調査）

△

平成30年度京都府立農業大学校入学式（行催事等委員
会調査）

30. 4.11

△

平成30年度京都府立京都障害者高等技術専門校入校式
（行催事等委員会調査）

30. 4.13

△

平成30年度京都府立京都高等技術専門校入校式（行催
事等委員会調査）

30. 4.15

△

平成30年度丹後農業実践型学舎・海の民学舎合同入舎式
（行催事等委員会調査）

30. 5.12

△

京都舞鶴港 舞鶴国際ふ頭機能強化事業完成記念式典（行
催事等委員会調査）
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２ 管外調査

年度 実 施 日 調査先及び調査事項

26.11.17

△

南部鉄器協同組合［於：株式会社岩鋳］
～ ・ 伝統産業の販路開拓及び人材育成について

26.11.19 ・ 施設視察
２６

△

岩手県議会
・ 森林資源の再利用の取組について△

公益社団法人岩手県農業公社
・ 農地中間管理機構の取組及び現状について△

平泉町議会
・ 世界文化遺産を生かした観光振興の取組について
・ 現地視察△

桃浦かき生産者合同会社
・ 水産業復興特区の活用について
・ 施設視察

27. 1.28

△

ＪＥＴＲＯ神戸（日本貿易振興機構神戸事務所）
～ ・ 県産品の輸出及び中小企業等の海外展開支援について

27. 1.29

△

神戸市役所［於：神戸キメックセンタービル］
（事前調査1 . 2 6） ・ 神戸医療産業都市の取組について

・ 現地視察(独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構）△

徳島県立工業技術センター
・ ＬＥＤバレイ構想及び工業技術センターの取組について
・ 施設視察△

徳島県議会
・ 「マチ★アソビ」による地域活性化及び観光誘客の取組
について

27.11.16
△

金沢21世紀美術館
～ ・ 同館のコンセプト及び新しい金沢の魅力と活力創出へ

27.11.17 の取組について
２７ ・ 施設視察△

石川県議会
・ 北陸新幹線開業に係る観光振興施策について
・ 県の伝統工芸産業施策について△

ＪＮＴＯ（日本政府観光局）
・ ＪＮＴＯにおける外国人観光誘客、ＭＩＣＥ施策につ
いて

28. 1.19

△

阿蘇地域世界農業遺産推進協会［於：阿蘇草原保全活動
～ センター］

28. 1.21 ・ 世界農業遺産の認定及びその後の活動について
・ 施設視察△

日本磁器誕生・有田焼創業400年事業実行委員会［於：有
田陶磁の里プラザ］
・ 有田焼の創業400年事業について
・ 施設視察△

伊万里市議会
・ 伊万里港の日本海側拠点港の取組について△

株式会社 伊万里木材市場（佐賀県伊万里市）
・ 林業の６次産業化の取組について
・ 現地視察（伊万里木材コンビナート（株式会社伊万里
木材市場、西九州木材事業協同組合、中国木材株式会社
伊万里事業所））△

長崎県議会
・ ながさき田舎暮らし情報局の取組について
・ 水産業の概要及び大学と連携した人材育成の取組等について
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年度 実 施 日 調査先及び調査事項

28.11. 9

△

地方独立行政法人青森県産業技術センター
～ ・ ６次産業化支援の取組について

28.11.11 ・ 施設視察（植物工場）
２８

△

青森県議会
・ 次世代につなぐ青い森再造林に向けた取組について△

北海道立漁業研修所
・ 漁業後継者の育成について
・ 施設視察△

函館市議会
・ 北海道新幹線開業に係る観光振興施策について
・ 現地視察（はこだてみらい館）△

函館市国際水産・海洋総合研究センター
・ 国際的な水産・海洋に関する学術研究拠点都市の取組に
ついて
・ 施設視察

29. 1.26

△

今治タオル工業組合
～ ・ 今治タオルの海外展開について

29. 1.27 ・ 施設視察（テクスポート今治）
・ 現地視察（タオル工場）［於:コンテックス（株）］△

株式会社まちづくり松山
・ 賑わいのある商店街の創出について
・ 現地視察△

丸亀市議会
・ 伝統的工芸品（丸亀うちわ）の技術伝承について
・ 現地視察（うちわの港ミュージアム）

29. 7.11

△

岐阜県議会
～ ・ ＥＣ企業支援の取組について

29. 7.12

△

東白川村議会
２９ ・ 「フォレスタイル」プロジェクトについて

・ 現地視察△

飛騨市議会
・ アニメを活用したインバウンド事業について
・ 現地視察△

一般社団法人ふるさとけものネットワーク
・ ふるさとけものネットワークの取組について

29.11. 6

△

「能登の里山里海」世界農業遺産活用実行委員会［於：石川県
～ 奥能登総合事務所］

29.11. 8 ・ 世界農業遺産認定を契機とした地域活性化の取組につい
て

・ 現地視察（千枚田ポケットパーク）△

石川県議会
・ 石川県における中小企業の海外展開支援について△

群馬県鳥獣被害対策支援センター
・ 鳥獣被害対策に携わる人材育成の取組について△

一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社［於：秩父市議会］
・ 地域連携ＤＭＯとしての観光地経営の取組について
・ 現地視察（「LOVE CHICHIBU」ショップ 他）
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